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5．行動論理を用いたホーフェルド解釈

｢強い許可」と「弱い許可」とを区別する 1つの方法は，行動の「省略」

という概念を用いることである。本稿では先の4.で，行動論理がこの概念

をどう定式化しているかについて概観した。しかし本稿の問題関心からす

れば，この概念──そして，それによる「強い許可」と「弱い許可」の区

別──を，ホーフェルド解釈の文脈で，どのように応用できるかが気にな

るところである。そこで以下では，ホーフェルド解釈に行動論理を導入す

る試みのうち，この方向性をとる見解を中心に検討したい。具体的には，

まず，行動論理を用いたホーフェルド解釈の議論状況を概観し，本稿で注

目するアプローチの特徴を示す（A.，B.）。その上で，同アプローチの代

表的論者であるカンガー（C.，D.）と，その発展形であるリンダール

（E．，F．）の分析を比較検討する。最後に，主要な論点について考察し
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（G.，H.），それにもとづく本稿での試論（I.）を述べる。

A．ホーフェルド解釈に行動論理を導入する諸説

本稿では1.で，ホーフェルドの分析が義務論理の先駆とも評されること

にふれた557)。同様に行動論理についても，ホーフェルドの分析がその萌

芽と評されることもある558)。しかし，ホーフェルド自身の分析に含まれ

る行動論理の側面は，少なくとも公理系としては提示されていない。この

点を明確化したのが，S・カンガー559)やA・R・アンダーソン560)による

一連の業績である。そしてその後，両者の基本発想を継承し発展させた分

析が登場する。カンガーの系統ではL・リンダール561)や I ・ポーン562)ら

が，アンダーソンの系統ではP・マロック563)やF・フィッチ564)らがその

代表である。本稿では，このうち前者の系統──その中でも，特にカン

ガーとリンダール（以下，両者の体系を特に区別する必要がない場合は，

K-L と略記する）の分析──に焦点を当てる（後者の系統については 6.

B.でふれる）。以下ではまず，K-L の意義を理解するために，上記の諸説

に共通する点と，その中でカンガーの系統を際立たせている特徴とを示し

ておこう。

557) 前掲注18を参照。

558) Belnap et al. 2001, 19.

559) 本稿が依拠する文献として，前掲注298を参照。

560) ホーフェルドを扱う論考として，Anderson 1962 と Anderson 1971 がある。その行動論

理における位置づけとして，Belnap et al. 2001, 20も参照。

561) 本稿が依拠する文献として，前掲注299を参照。

562) ポーンの可能世界意味論については 4.G.で検討した (F3’説）。特にホーフェルドに言

及する箇所として，Pörn 1970, 46 も参照。なおポーンの分析では，K-L と異なり，反復

適用された行動演算子──ポーンはこれを「影響関係 (influence relations)｣ とよぶ──

が中心となる。Id. at 17f を参照。このため本節では，ポーンの分析については除外する

ことにした。

563) Mullock 1971 ; Mullock 1974 ; Mullock 1975, 75f. いずれも，アンダーソンの行動演算子

を踏襲している。

564) Fitch 1967. 同論文での体系の詳細について，Fitch 1963 も参照。
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まず共通点であるが，第 1 に，何らかの行動演算子を採用すること。先

に，義務演算子についての命題説が，ホーフェルド自身の分析から離れる

ことを指摘したが（2.D.），行動演算子を併用すれば，この問題がある程

度解決すると思われる。もっとも第 2 に，その行動演算子の内容はいずれ

も命題であり，行為名説に立つものはない565)。本稿では F1 説（4.E.）

や，その延長である F2 説（4.F.）の検討を通じて，行動論理においても

単純な命題説 (F3 説）では不十分であることを示唆した。この理解が正

しければ，ホーフェルドの分析を再定式化する際にも，行為名説の視点が

重要となるはずである。ただし同時に述べたように，本稿では，この論点

については指摘のみにとどめたい。第 3 に，行動演算子を用いる帰結とし

て，各説とも，行動の省略という概念を明示しないまでも，それと両立し

うる体系となっている。行動の側面を義務演算子から切り離し，別の演算

子で表す場合，その内部否定（行動演算子をDで表せば，Di￢p) と外部

否定 (￢Dip) とが必然的に区別される。私の理解では，このうち前者は

狭義の，後者は最広義の省略を表している（4.D.を参照）。これらの概念

は，許可の強弱の区別必要性（本稿の冒頭で示した，批判 3 ）に応答する

上での 1つの鍵となるが，上記の各説はいずれも，この解決策と同じ方向

性にあるといえる566)。第 4 に，これは義務演算子の特徴であるが，各説

とも，OとPの相互定義（本稿の標準体系や F3 説では，D1) と Op⊃Pp

565) 特に，以下を参照。Anderson 1962, 40 ; Kanger & Kanger 1966, 88 ; Lindahl 1977, 42

（カンガーに賛成）, 67-68 ; Mullock 1971, 158-60 ; Pörn 1970, 4-5（もっとも id. at 2 では，

D演算子の読み方の 1つとして「 i が pする (i does p)｣ もあげている）. なお Anderson

1962, 43 の表中では，ホーフェルド自身（2.D.を参照）と異なり，義務や特権の内容も命

題 (that 節）で表しており興味深い。

566) さらには，そもそもホーフェルド自身がすでに「省略」を意識していたとみる余地もあ

るかもしれない。この事情については，三本 2007, 155 n.5 を参照。ただし私は同所で，反

対語を行動演算子の内部否定とみるアンダーソンの見解ではなく，外部否定と解するマ

ロックの見解に賛成した（同旨として，Kramer 1998, 8 n.1 も参照）。しかしこの考察は，

当該箇所のテキスト解釈としてはともかく，行動演算子の内外の否定を区別する意義を見

落としており，現在の私から見れば不十分である。
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（2.B.の T3) を肯定する567)。

他方で，K-L やポーンの分析には，その他の論者たちにはない独自の要

素がある。最大の特徴は，法的諸概念（たとえば，権利・義務・特権）を

分析するにあたり，以下の 3段階を区別する点である。

� 根本概念

� 単独型

� 原子型（または，基本型）

ここでの「単独型 (simple type)｣ と「原子型 (atomic type)｣ は，カン

ガーの用語である568)。後述するように，リンダールは，原子型に代えて

「基本型 (basic types)｣ の語を用いる569)が，基本は同じである（本稿で

は，両者を区別せずに用いる）。なおリンダールは，�と�の間に位置す

る「義務的基礎連言 (deontic basic conjunctions)｣570) を明示的に区別す

る。この点を考慮すれば全体で 4層構造ともいえるが，論旨は実質的に同

じである。

K-L の分析がこれら 3層からなるとすれば，ホーフェルド自身やアン

ダーソンらの分析は�と�のみの 2層構造といえる。このため K-L の分

析は，他と比較すると，かなり複雑なものになっている。しかし，その基

本発想を理解するのは難しくない。ごく簡単にいえば，まず�は，標準体

系でいえば「プリミティブ」に相当する概念である (K-L は ｢Shall｣ を用

いる。本稿でのOに相当）。これは，ホーフェルドの分析では，第 1階層

567) このうち前者への疑問を3.D.で述べた。また後者については，三本2007, 156 n.9 を参照。

568) Kanger & Kanger 1966, 86-90, 90-96. なお，ポーンもこの用語法を採用している。

Pörn 1970, 18 を参照。

569) Lindahl 1977, 123f. なおリンダール自身は，カンガーのいう単独型に相当する用語を

明示していない。Id. at 86 を参照。本文で後述する「義務的基礎連言」は，単独型から導

かれる概念であり，厳密には単独型そのものではない。

570) Lindahl 1977, 85f.
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の 4概念のうち 1つ（たとえば，義務）を根本として選び出すことに相当

する。他方で�は，�を用いてその他の諸概念を定義することである。こ

こで定義される諸概念はホーフェルドのいう 4概念にほぼ相当するが，そ

の内容について，「…する」か「…しない」かが明確に区別される571)

（よって，第 1階層だけで4×2＝8概念となる）。そして�では，ある同一

の内容について，どのような法的地位がありうるかを分析する。ここでの

法的地位とは，�の諸概念について，論理的に可能な組み合わせをすべて

列挙したものである。これをホーフェルドの分析に当てはめれば，その数

は，以下で示すように 9概念となる。

もっとも，K-L の分析では行動論理が導入されるため，�と�における

法的諸概念の数はさらに増える。以下では，まずホーフェルドの分析をも

とに，�∼�のそれぞれの意味を，より明確に示しておこう。その後に，

K-L の分析の検討に進みたい。

B．根本概念，単独型，原子型

i と j の 2人の間で，ある行為 aについて可能な法的地位572)には，ど

のようなものがあるだろうか？ この問題に答えるには，先の�∼�──

つまり，根本概念・単独型・原子型──の区別を用いると便利である。以

下では，ホーフェルドの根本的法的諸概念のうち，第 1階層の 4概念──

つまり，権利・義務・特権［自由］・無権利──に限定して，先の 3層構

造を具体的に説明したい。

ホーフェルドの根本的法的諸概念論によれば，この 4概念のうち 1つを

プリミティブとすれば，その他はそれを用いて表せる。ここでは，後のカ

ンガーの議論と比較しやすいように，義務（標準体系ではO）を根本概念

571) この区別の重要性として，三本 2007, 151 も参照。

572) 厳密には，これはホーフェルドではなくリンダールの用語である。詳しくは，後掲注

622を参照。
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として選び出そう573)。なお以下の議論では， 4 つの標準体系のうち，

ホーフェルドの分析に最も近い DL1（2.B.を参照）を用いる。標準体系

ではPをプリミティブとしたため，言語上のプリミティブとここでの根本

概念とが一致しないが，特に支障はないだろう。

一般に，任意の行為 aについて， i も j も（論理的には）行為者になり

うる。まず i が行為者の場合を考えれば， i はある時点 t において， aを

──ホーフェルドの分析や標準体系の枠組みでは574)──「する」か「し

ない」かのいずれかである。ここで，このそれぞれに対して，義務が「あ

る」場合と「ない」場合──つまり，「 aする義務がある／ない」と「 a

しない義務がある／ない」──が考えられる。言い換えれば， i の aにつ

いての法的地位は，先の根本概念を用いれば，以下の

⑴ ±O±a

の 2カ所の±の部分に，￢をつけるかつけないかの組み合わせ（つまり，

22＝ 4 通り）だけ存在する575)（そして，それ以外にはない）。これは，逆

に j が行為者の場合もまったく同様である。ゆえに， i j 間での aに対す

る法的地位は，4×2＝8通りとわかる。

ただし標準体系の言語では，義務者が i の場合と j の場合とを区別でき

ない。そこで暫定的な拡張として，義務演算子を相対化しておこう（この

体系を，以下では DL1’とよぶ。その意義については 6.B.で検討する）。

具体的には，語彙として行為者変項 i ， j ，…を用意した上で，たとえば

573) もちろんこれは便宜上の手段であり，義務を──他の諸概念よりも論理的に先行すると

いう意味で──「根本」と位置づける趣旨ではない。ホーフェルドの根本的法的諸概念の

位置づけとして，前掲注116も参照。

574) つまり，本節（5.B.）では行動の省略については考慮しない。その問題点については

本節の最後にふれる。

575) ±の記号は，マキンソンが考案した「選択ペア (choice-pairs)｣ を示す。詳しくは，

Makinson 1986, 404-05 を参照。
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i が j に対して義務を負うことを，iOj のように表す（Oは， i と j につ

いて相対化された単項演算子として扱う）。ここで，権利者や義務者が異

なれば，別の義務として扱われることに注意したい。よって，たとえば

iOja ∧ iOj￢a は (T2 より）矛盾だが，iOja ∧ jOi￢a は矛盾ではない。

DL1 に対して加える変更は，この点のみである。

この記号法を用いれば，先の 8通りの法的地位を，以下の図17のように

表せる。参考までに，対応するホーフェルド自身の用語法も記した（なお

ホーフェルドの用語は，すべて「…がある」につながる形で記した。また

いずれも， i の j に対する法的地位を示す）。

aさせる権利 jOia aする義務 iOja

aさせない権利 jOi￢a aしない義務 iOj￢a

aさせる無権利 ￢jOia aしない特権 ￢iOja

aさせない無権利 ￢jOi￢a aする特権 ￢iOj￢a

図17 ホーフェルドの単独型

この 8 つが，ホーフェルドの分析における単独型に相当する576)。以下

ではこのうち，左の 4つを権利グループ，右の 4つを自由グループとよぶ

ことにしたい（後者については，後にみるカンガーの用語法に合わせ，特

権ではなく自由の語を用いる）。 i から見た場合の両グループの違いは，

法的諸概念の内容が「他人の行為」か「自分の行為」かという違いにあ

る577)。

ところで先の 8つの単独型は， 1行目と 3行目， 2行目と 4行目が反対

関係（伝統的論理学でいう，矛盾対当)578) にある。たとえば i は j に対

576) もっとも厳密には，単独型は，このうちの半数だけをさす用語かもしれない（後掲注

583を参照）。

577) この区別の重要性については，三本 2010, 195-98 を参照。

578) 本文のように定式化する場合，たしかに「反対」という用語法はおかしい。しかし，こ

の理解が唯一ではないことは，5.I.で示すとおりである。
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して， aさせる権利をもつか， aさせる無権利をもつかのいずれか──つ

まり，jOia ∨
― ￢jOia（ただし，∨

―は排他的選言）──である。上記の 8つ

の単独型は，このような 4 つの反対語のペアからなる。つまり aについ

て， i が j に対してどのような法的地位にあるかを表すには，この 4つの

ペアから単独型を各 1 つずつ選び，すべてを連言で結べばいい。もし先の

単独型の分析が正しければ，このやり方で表現できない法的地位は存在し

ないはずである。この観点から， 4つのペアについて，論理的に可能なす

べての組み合わせを列挙したのが原子型である。なお，ここでの原子型は

単独型に分解可能なため，通常の論理学の用語法（たとえば，原子命題）

とは異なることに注意したい。

以上を論理式で示せば，原子型は，単純計算で

⑵ ±jOia ∧ ±jOi￢a ∧ ±iOja ∧ ±iOj￢a

の組み合わせだけ存在することになる（24＝16通り）。しかし実際には，

このすべてが論理的に可能なわけではない。というのも，この中には矛盾

する組み合わせも含まれるからである。それらを除外した残りが，ここで

いう原子型である579)。

このように，原子型を求めるには，すべての組み合わせを書き出した上

で，矛盾するものを除外すればいい。しかし，これでは非常に手間がかか

る。そこで，もう少し簡単に結果をえるために，以下のように考えよう。

まず⑵の 4 つの連言肢は，権利グループ (±jOia ∧±jOi￢a) と自由グ

ループ (±iOja ∧ ±iOj￢a) に分かれる。この 2 つは権利者・義務者が異

579) ⑵は，K-L の法的地位論では，しばしば

±(jOi

iOj)±a

と略記される。この[[ ]]は，マキンソンによる「マクシ連言 (maxi-conjunctions)｣ の

記号であり，内側の「選択ペア」（前掲注575）からできる無矛盾の組み合わせすべてを表す。

詳しくは，Makinson 1986, 405-07を参照。また検討として，Sergot 2001, 590f, 603fも参照。
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なるので，相互に独立である。よって，別々に考えたほうが合理的だろ

う。まず後者の自由グループについて考えれば，単純計算では22＝4通り

だが，そのうち iOja ∧ iOj￢a は T2 に反する。よって，残る 3 通りのみ

が可能である。これは，A説での TA1 と同様に考えれば，

⑶ iIja ∨
― iOja ∨

― iFja

j\i iIja iOja iFja

jIia ○1 ○6 ○8

jOia ○4 ○2 ○9

jFia ○5 ○7 ○3

図18 ホーフェルドの原子型

と表せる（ I 演算子については 3.A.を参

照。なお，詳しくは後述するが，⑶はリン

ダールのいう義務的基礎連言に相当する）。

他方，権利グループについても， i と j を入

れ替えるだけで，まったく同様にして 3通り

がえられる。ゆえに，求める法的地位は，両

グループから 1つずつを取り出す組み合わせ

に等しい（32＝9通り）。つまり，図18の○1∼○9 がそれである（行が権利グ

ループ，列が自由グループを表す）。なおナンバリングは，後述するリン

ダールの基本型に合わせた。これは，まず左上から右下への対角線上に

○1∼○3 を示し，その後，左の列から縦方向に残りの番号を埋めるものであ

る（以下，これをナンバリングについての「リンダール方式」ともよぶ）。

この○1 ∼○9 が，お互いにどのような関係にあるかは後に検討しよう（5.

F）。

以上が，ホーフェルド自身の分析から導かれる，根本概念・単独型・原

子型の 3層構造である。特に原子型という発想は本稿で初めて登場する

が，ホーフェルドの分析の応用可能性を考える上で，非常に興味深いアプ

ローチである。ただし以上の分析に対しては，本稿のここまでの議論から

すれば，直ちにいくつかの疑問が生じる。そもそもDL1’はDL1をベース

にしているため，DL1 の問題点（2.B.を参照）をすべて受け継ぐ。しか

も行動演算子をもたないため，「αをしない／非αをする」の違いを表せ
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ないなど，表現力に難がある。このため本稿のように，行動の省略を 1つ

の鍵とする場合には不十分である。以下で扱う K-L の分析は，まさにこ

の点で注目に値する。

C．カンガーの分析○1──単独型

ではまず，カンガーの体系から検討しよう。カンガーによる単独型や原

子型は，どのように定義されるのだろうか？ 5.B.ではある行為 aにつ

いて考えたが，カンガーらは行動演算子について命題説に立つため（5.

A.を参照），以下では i の j に対する，ある事態 p 580)についての法的地

位を考えよう。先ほどと同様に，根本概念は義務（O）とする。なお公理

系は，4.B.で示した F3 説である。まず単独型から考えよう。

5.B.での DL1’の場合と比較すると，F3 説に特徴的なのは，行動演算

子Dの導入により，Dの内部否定と外部否定とが区別される点にある。

よって結論から言えば，単独型の数は，DL1’の場合のちょうど 2倍（つ

まり16通り）になる。具体的には，まず i が行為者の場合，以下の

⑷ ±O±Di±p

の± 3 か所に￢をつけることができる（よって，23＝8通りの組み合わ

せ）。行動演算子の導入により，±の数が⑴よりも 1 つ増えていることに

注意したい。さらに， j が行為者の場合も考慮すれば，8×2＝16通りとわ

かる。これらすべてを書き出せば，以下の図19のようになる581)（カン

580) カンガーは，行動演算子の内容を「 i と j の間の事態」に限定し，それを S(i, j) で表

す。Kanger & Kanger 1966, 87. よって，たとえば ODipの代わりに，ODiS(i, j) のように

定式化されることになる。この措置には，以下の 2つの意義がある。第 1 に，行動演算子

の内容を，（事態一般ではなく） i の j に対する行動のみに限定できる。第 2 に，義務演

算子や行動演算子を相対化せずに，実質的にそれと同じ効果がえられる。しかし本稿で

は，リンダールの分析との対応関係を明示するために，この記法を採用しなかった。

581) Id. at 86f を参照。カンガーの単独型についての整理として，以下も参照。Segerberg

1992a, 365.
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ガーによる名称も同時に記した。5.B.の場合と同様に，すべて i の j に

対する法的地位を示す。ただし（ ）を付した語は，カンガー自身は明

示していない582)）。

請求権 ODjp (義務) ODip

反請求権 ODj￢p (反義務) ODi￢p

(反無請求権) ￢ODjp 反自由 ￢ODip

(無請求権) ￢ODj￢p 自由 ￢ODi￢p

(責任) ￢O￢Djp 権能 ￢O￢Dip

(反責任) ￢O￢Dj￢p 反権能 ￢O￢Di￢p

反免除 O￢Djp (反無能力) O￢Dip

免除 O￢Dj￢p (無能力) O￢Di￢p

図19 カンガーの単独型

この16個が，カンガーの場合の単独型である583)。5.B.と同様に，このう

ち左の 8つを権利グループ，右の 8つを自由グループとよぶことにする。

この整理について，以下の点に注意したい。 まず第 1 に，カンガーに

よる各概念の名称は，ホーフェルド自身のものから大きく離れる。これは

主に，第 1階層の法的関係の数が倍になったためである。カンガーは，そ

れに伴う用語の不足を補うために，ホーフェルドの分析では第 2階層に用

いられる名称（権能，免除など）を，第 1階層の概念に転用している。こ

582) カンガーの体系では，単独型のうち明示されていないものは，明示されているものを

使って表せる。よって（ ）を付した語は論理的には必要ないが，本稿ではわかりやす

さを優先し，あえて，すべてを明示することにした。なお「反 (counter-)｣ をどちら側に

つけるかは， 2通りの考えがありうる。本稿では暫定的に，それぞれ適切と思われるほう

を選んだ。

583) このうちカンガー自身が明示しているのは，（ ）のつかない 8 つである。よって単

独型は，厳密には，この 8つのみをさすとみるべきかもしれない。しかし本稿では，図19

の16個すべてを単独型とよぶ。
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のようなことが可能なのは，カンガーの分析では，ホーフェルド自身の場

合と異なり，第 1階層と第 2階層とが明確には区別されないためでもあ

る584)。もちろん，これらの名称が，実際上どのくらい妥当なのかは興味

あるところである。しかし本稿の目的からすれば，用語法の適否そのもの

はそれほど重要ではない。大事なのは，その背後にある論理関係である。

第 2 に，権利グループと自由グループの各概念は，同じグループ内の別

の概念に対して，強弱の関係をもつ。具体的には，以下の定理が成り立つ

（（ ）内に，対応する名称も記した）。

(TF33) ODip ⊃ ￢O￢Dip
585) (（義務）⊃権能）

(TF34) ODip ⊃ O￢Di￢p586) (（義務）⊃(無能力））

(TF35) ￢O￢Dip ⊃ ￢ODi￢p587) (権能⊃自由）

(TF36) O￢Di￢p ⊃ ￢ODi￢p588) (（無能力）⊃自由）

200-20

図20 カンガーの単独型の相互関係

TF33∼TF36 と同様の関係

は，権利グループの諸概念の

間にも成り立つ。これらをま

とめれば，図20のようになる

（また同様に，反-の4種類につ

いても同じ関係が成り立つ）。

584) というのも K-L は，第 2階層の諸概念を，義務演算子の反復適用（4.B.でふれたよう

に，F3 説では可能である）を用いて表すからである。重要な点だが，本稿では，第 2階

層に関する議論には立ち入らない。

585) T3 より Op⊃￢O￢p なので明らか。

586) Dip⊃￢Di￢p (TF32, ￢p/p) より導かれる。

587) TF32 に DR2 を用いて対偶をとればえられる。なおこの TF35 は，F3 説での強い許可

と弱い許可の関係（3.E.を参照）を表す。本稿では，カンガーの「強度ダイアグラム」

（本文で後述する）やリンダールの「自由空間」（5.F.で扱う）を，この発想の延長線上

に位置づけている。

588) TF33 (￢p/p) の対偶をとればいい。

ホーフェルドの義務と特権・自由（ 3・完）（三本)

55 ( )1123



第 3 に，いくつかの概念については，権利グループと自由グループとを

またいで強弱の関係がある。具体的には，以下がそれである（先と同様

に，対応する名称も記す）。

(TF37) ODip ⊃ O￢Dj￢p589) (（義務）⊃免除）

(TF38) ODi￢p ⊃ O￢Djp
590) (（反義務）⊃反免除）

(TF39) ￢O￢Dip ⊃ ￢ODj￢p591) (権能⊃（無請求権））

(TF310) ￢O￢Di￢p ⊃ ￢ODjp
592) (反権能⊃（反無請求権））

以上の TF33∼TF310 を 1 つにまとめたのが，カンガーの「強度ダイア

グラム (strength diagram)｣593) である。

第 4 に，先の 5.B.での DL1’と異なり，カンガーの場合（つまり，本

稿でいう F3 説）は義務演算子そのものは相対化されていない。これは行

動演算子の採用により，義務者を間接的に特定できるからである。たとえ

ば ODip の場合，Dに付した i は，行為者であるとともに義務者をも表す

──言い換えれば，Dip の i がOにもかかる──と理解される。他方で，

この定式では，権利者が誰かは明示されない。この扱いが妥当かどうかは

後に検討したい（6.B.）。

589) TF37 の証明は以下のとおり。

⑴ ODip ⊃ ￢P￢p (AF31，DR2，D1）

⑵ ￢P￢p ⊃ ￢PDj￢p (AF31，￢p/p，j/i，DR3，対偶）

⑶ ODip ⊃ O￢Dj￢p (⑴，⑵，推移律，D1） Q.E.D.

590) TF37 の pを ￢p に置き換える。

591) TF39 の証明は以下のとおり。

⑴ ￢O￢Dip ⊃ ￢O￢p （AF31，対偶，DR2，対偶）

⑵ ￢O￢p ⊃ ￢ODj￢p （AF31，￢p/p，j/i，DR2，対偶）

⑶ ￢O￢Dip ⊃ ￢ODj￢p（⑴，⑵，推移律） Q.E.D.

592) TF39 の pを ￢p に置き換える。

593) Kanger & Kanger 1966, 90. 先の図20は，このうち一部を取り出し，すべて i 主語に書

き換えたものに相当する。
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D．カンガーの分析○2──原子型

先にカンガーの体系での単独型を概観したが，この単独型を用いれば原

子型も定義できる。ここでも 5.B.と同じ手順で考えよう。まず，先の図

19に示した16種類の単独型のうち，（ ）を付した 8つは，（ ）を付

さないいずれかと（ホーフェルドの言う）反対関係にある。たとえば，請

求権 (ODjp) と反無請求権 (￢ODjp) は，一番外側に￢をつけるかどうか

の違いである。カンガーの場合，このようなペアが 8つあるので，結局，

i の j に対する法的地位は，

⑸ ±ODjp ∧ ±ODj￢p ∧ ±O￢Djp ∧ ±O￢Dj￢p ∧

±ODip ∧ ±ODi￢p ∧ ±O￢Dip ∧ ±O￢Di￢p

のいずれかになる（28＝256通り)594)。これも，すべてを書き出すのは大

変なので，権利グループと自由グループに分けて考えるとよい595)。まず

自由グループ（⑸の連言肢のうち，最後の 4つ）であるが，組み合わせの

数をできるだけ減らしたいので，義務演算子の内容が矛盾しうる組み合わ

せを選び出そう。具体的には，�±ODip ∧±O￢Dipと�±ODi￢p ∧ ±

O￢Di￢pの 2つに細分化する。ただし 5.C.で述べたように，�と�の間

には論理関係（強弱の関係）があるため，相互に独立ではないことに注意

したい。

この�と�について，先のホーフェルドの場合（5.B.の⑵・⑶）と同

様に考えれば，それぞれ

594) Kanger & Kanger 1966, 92. なお⑸は，前掲注579のマクシ連言で表せば，

±O±D(
j

i)±p

となる。

595) 以下の記述は，Lindahl 1977, 99-100 にもとづく。ただし記号法を改め，またできるか

ぎり補足的な説明を加えた。
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⑹ IDip ∨
― ODip ∨

― FDip

⑺ IDi￢p ∨
― ODi￢p ∨

― FDi￢p

の 3通りずつの可能性があるとわかる。よって，⑹と⑺から 1つずつを選

ぶ組み合わせは，以下の 9通りである。

IDip ∧ IDi￢p (≡PDip ∧ PDi￢p596)）

IDip ∧ ODi￢p (≡⊥597)）

IDip ∧ FDi￢p

ODip ∧ IDi￢p (≡⊥598)）

ODip ∧ ODi￢p (≡⊥599)）

ODip ∧ FDi￢p (≡ODip
600)）

FDip ∧ IDi￢p

FDip ∧ ODi￢p (≡ODi￢p601)）

FDip ∧ FDi￢p

596) PDip⊃P￢Di￢p であり，また PDi￢p⊃P￢Dip であることからわかる。

597) これが矛盾でないとすると，以下が成り立つはずである。

⑴ IDip ∧ ODi￢p (仮定）

⑵ PDip (⑴，縮小律，DA1，Dip/α，縮小律）

⑶ PDip ⊃ P￢Di￢p (TF32，￢p/p，DR3）

⑷ ￢ODi￢p (⑵，⑶，R1，D1）

しかし，これは⑴と矛盾する。よって仮定は誤り。Q.E.D.

598) 前掲注597 (￢p/p) と同じ。

599) これが矛盾でないとすると，以下が成り立つはずである。

⑴ ODip ∧ ODi￢p (仮定）

⑵ ODi￢p ⊃ O￢Dip (TF32，DR2）

⑶ O￢Dip (⑴，縮小律，⑵，R1）

⑷ ODip ∧ O￢Dip (⑴，縮小律，⑶，∧）

しかし，⑷は T2 に反する。よって仮定は誤り。Q.E.D.

600) FDi￢p は O￢Di￢p と等しいが，これは TF34 より，ODip から導けることがわかる。

601) 前掲注600 (￢p/p) と同じ。
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ただし同時に記したように，このうちのいくつかは矛盾している。ま

た，さらに簡略化できるものもある（いずれも詳細は脚注を参照）。先に

も述べたが，�と�が相互独立でないため，このような結果が生じるので

ある。そこで，矛盾したものを除外し，また簡略化できるものを簡略化す

れば，結局，以下の 6 通りが残る（右の（ ）内に，5.C.の図19での

名称を記した。なおリンダールは，これらを義務的基礎連言とよぶ）。

⒜ PDip ∧ PDi￢p (権能，反権能）

⒝ IDip ∧ FDi￢p (権能，反自由，（無能力））

⒞ FDip ∧ IDi￢p (（反無能力），反権能，自由）

⒟ ODip (（義務））

⒠ ODi￢p (（反義務））

⒡ FDip ∧ FDi￢p (（反無能力），（無能力））

以上が自由グループについての組み合わせだが，権利グループ（⑸の連

言肢のうち最初の 4つ）についても， i を j に代えればまったく同様に 6

通りがえられる（それぞれの名称は，図19での権利グループのものに変わ

る）。よって求める組み合わせは，単純計算で62＝36通りである。ただし，

ここで話は終わらない。というのも，この36通りの中にも，まだ矛盾する

組み合わせがあるからである。先の 5.B.の場合は，権利グループと自由

グループが完全に独立だったため，この段階で矛盾が発生する余地はな

かった。しかしカンガーの場合は事情が異なる。この違いはどこから生じ

たのか？ その謎を解く鍵は，F3 説で追加された公理 AF31 にある。こ

の AF31 を先の⒜∼⒡に用いると，D演算子を消去できる──つまり， i

や j で相対化されていない式を導ける──場合がある。ここに，両グルー

プ間で矛盾が生じる余地があるのである。

では，D演算子を消去できるのは，どのような場合だろうか？ 簡略化

のために，上記⒜∼⒡のように，P・O・Fの各演算子（ I はPの連言に
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分解する）には外部否定がつかないものとしよう（つく場合は，D1と D2

を用いて適宜変換すればいい）。この場合，結論から言えば，P・O・F

のうち，まずOやPに内部否定──つまり，D演算子からみれば外部否定

──がつかない場合には消去できる602)。他方，つく場合は消去できな

い603)。そして，残るFについては，ちょうどこの逆となる（つまり，F

はOに置換して考えればいい）。 これらを先の⒜∼⒡に用いれば，以下の

ようになる（消去できない場合は「なし」と記す）。

⒜ → Pp ∧ P￢p ⒟ → Op

⒝ → Pp ⒠ → O￢p

⒞ → P￢p ⒡ → なし

j\i ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡

⒜ 1 22 26 ─ ─ 18

⒝ 9 4 17 19 ─ 21

⒞ 16 10 12 ─ 23 25

⒟ ─ 6 ─ 3 ─ 7

⒠ ─ ─ 13 ─ 11 14

⒡ 5 8 15 20 24 2

図21 カンガーの原子型

権利グループについても，以上と同じ結

果がえられる。F3 説では，先の DL1’と

異なり，義務演算子そのものは相対化され

ない。よって，このように行動演算子を消

去すれば，権利グループと自由グループの

間でも矛盾が生じうるのである604)。

ゆえに，先の36通りのうち，矛盾する帰

結が生じる組み合わせは除外する必要があ

る。たとえば i が⒜をもつ場合， j が⒟か⒠のいずれかだと矛盾する。

602) 具体的には，ODip，ODi￢p，PDip，PDi￢p がそれである。いずれも，AF31 に DR2

または DR3 を適用すれば導ける。

603) これは，たとえばDipが偽の場合， pの真偽が不明であることに対応する。⒜∼⒡の中

では， I が前置される場合の，その連言肢の一方 (P￢Dip，P￢Di￢p) と，FDip (≡O￢

Dip），FDi￢p (≡O￢Di￢p) がそれに該当する。

604) 同じ理由により，原子型の中にはさらに簡略化できるものもある。具体的には，以下の

図21で示す原子型のうち，6，7，19，20ではTF37を，13，14，23，24ではTF38を，9，

10，16，17，22，26 では TF39 か TF310（またはその両方）を使って，連言肢の数を減

らすことができる。
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よって，残る 4通りのみが可能とわかる。同様に考えて，すべての可能性

を図21に示した605)（5.C.の図18と同じく，行が権利グループ，列が自由

グループを表す。─は矛盾。なお数字は，カンガー自身によるナンバリン

グを示す。このため，5.B.や 5.E.のリンダール方式とは異なる）。図21

を用いれば，求める組み合わせは，各行（または各列）の数字が記入され

た（つまり，─以外の）マスの数の合計とわかる。つまり，4＋5＋5＋3＋

3＋6＝26通りである。もちろん単純計算の36通りから，矛盾するマスの数

（計10マス）を引いてもいい。

E．リンダールの分析──義務的基礎連言と基本型

次に，リンダールの分析に移ろう。リンダールの分析の中心に位置する

のは「義務的基礎連言｣606) である。これは原子型からえられる概念であ

り，ホーフェルドやカンガーの分析にもそれに相当するものがあることは

すでに示した（5.B.の⑶，5.C.の⒜∼⒡）。しかしリンダールは，両者の

分析をさらに精緻化している。その結果，基本型（カンガーの原子型に相

当）にも重要な違いが生じることになる。結論を先取りして言えば，リン

605) ただし，図21はカンガー自身の図 (Kanger & Kanger 1966, 94) とは異なる。カンガー

は，各原子型を比較する基準として，� ｢逆 (inverse)｣（ i と j の法的地位を入れ替え

た 原 子 型），� ｢換 位 (converse)｣ (￢ p/p で 置 き 換 え た 原 子 型），� ｢対 称 的

(symmetric)｣（逆がそれ自身となる原子型），� ｢中立的 (neutral)｣（換位がそれ自身と

なる原子型），� ｢同格 (co-ordinate)｣（複数の原子型の連言に分解できる原子型）の 5

つをあげる。Id. at 95-96. Lindahl 1977, 57-60, 130-33 も参照。図21では，このうち�

は，表の左上から右下への対角線（以下，単に対角線とよぶ）に対して線対称の位置にあ

る原子型のペアをさす（たとえば，18と 5 ，19と 6 ）。また�は対角線上（1，2，3，4，

11，12）に，�は 4角（ 1， 2， 5，18）に配置される。さらに�は，ある原子型と，そ

の位置から垂直方向・水平方向に線分をのばし，それらの線分と対角線との交点に位置す

る 2 つの原子型との関係である（たとえば， 7 は 2 と 3 の同格）。しかし，カンガー自身

の図と異なり，図21では�（たとえば，11と 3 ，12と 4 ）がうまく示せない。ただし本稿

の議論では，�∼�の区別はそれほど重要ではない。また図21では，各原子型は必ず表中

の 1カ所だけを占めるため，カンガー自身の図よりも理解しやすいと思う。これらの点を

考慮し，以下では，この図21を用いて議論を進める。

606) この語については 5.A.でふれた。文献として，前掲注570を参照。
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ダールの基本型の数は，ホーフェルドの 9個やカンガーの26個に対して，

35個に増えている。この違いは，いったいどこから生じるのだろうか？

それは，カンガーのいう単独型の定式化のしかたにある。具体的には，

まずリンダールは，根本概念としてOではなくPを選ぶ。しかしこの違い

は本質的ではないだろう。より重要なのは，根本概念の内容を何にするか

である。リンダールもカンガーと同じく，その内容を行動演算子（本稿で

はD）で表す。しかしカンガーと異なり，リンダールは，論理的に可能な

組み合わせが，�Dip，�￢Dip ∧ ￢Di￢p，�Di￢p の 3つであることに

着目する。この 3類型の区別についてはすでに 4.D.で言及したが，先の

カンガーの単独型には，�の類型がないことに注意したい。またリンダー

ルは，�が「消極 (passive)｣ を表すとしている607)点も見逃せない。�の

正確な意味はきわめて重要であるため，5.G.で改めて論じたい。当面は，

この点に立ち入らずに議論を進めよう。

リンダールによる次のステップは，�∼�のそれぞれにPをつけた式を

考えることである。これらが，義務的基礎連言の各連言肢（これがカン

ガーの単独型に相当する）を構成する。それぞれをまとめて，あえて先の

⑷に近い形で示せば，

⑻ ±P±α (ただし，αは上記の�∼�か，その ￢p/p）

となる。なお⑻の但書は，要するに，D演算子の内容にも±がつくことを

示す。これを考慮に入れれば，⑻で±がつく場所は，⑷と同じく 3カ所で

ある。ただし，αの候補が 3つ（±を考慮すれば 6つ）あるため，組み合

わせの数はさらに増える。加えて，先と同じく，行為者が i の場合だけで

なく j の場合をも考える必要がある。参考までに，以下で一覧を示そう。

607) Lindahl 1977, 93f を参照。
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請求権 ￢P￢Djp (義務) ￢P￢Dip

(消極請求権) ￢P￢(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) (消極義務) ￢P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

反請求権 ￢P￢Dj￢p (反義務) ￢P￢Di￢p

(反無請求権) P￢Djp 反自由 P￢Dip

(消極無請求権) P￢(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) (消極自由) P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

(無請求権) P￢Dj￢p 自由 P￢Di￢p

(責任) PDjp 権能 PDip

(消極責任) P(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) (消極権能) P(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

(反責任) PDj￢p 反権能 PDi￢p

反免除 ￢PDjp (反無能力) ￢PDip

(消極免除) ￢P(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) (消極無能力) ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

免除 ￢PDj￢p (無能力) ￢PDi￢p

図22 リンダールの単独型

これまでと同様に，左側を権利グループ，右側を自由グループとよぼ

う。両グループを合わせた単独型の総数は，ホーフェルドの 8個，カン

ガーの16個に対して，24個である。なお表中の名称は，5.C.の図19との

関係を明示するために，対応する名称がある場合はその名称を記している

（上記�からえられるリンダール独自の単独型については，暫定的に「消

極-」で始まる名称を記した608)）。リンダール自身は，いずれについても，

特に名前をつけていない。もっとも，カンガーの場合でもそうだが，リン

ダールに至っては，基本型と自然言語とを 1対 1 で対応させるのはもはや

不可能だろう。特にメリットがない上，無理にやろうとすれば無用の混乱

を招くだけだと思われる。私自身も，そのような試みには関心がない（自

然言語と論理の関係については6.A.で私見を述べる）。上記の整理から，

リンダールの基本型（に相当するもの）の特徴は明らかだと私は考える。

いずれにせよ，リンダールの義務的基礎連言は，以下の式から導かれる

608) ｢消極自由 (passivity liberty)｣ の名称は，Lindahl 2006, 339 に見られる。
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ことになる609)（先の⑶や⑸と比較せよ）。

⑼ ±PDjp ∧ ±P(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) ∧ ±PDj￢p ∧

±PDip ∧ ±P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ±PDi￢p

先ほどと同様に，まず自由グループ（⑼の 6つの連言肢のうち，最後の

3つ）から考えよう。組み合わせは単純計算で23＝ 8 通りだが，そのうち

1つ（すべてに￢がつく場合）は矛盾である。これを除外し，また残りの

うち一部をOで置き換えて簡略化すれば，以下の 7通りがえられる610)。

⒜’ PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

⒝’ PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p

⒞’ PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

⒟’ ￢PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

⒠’ ODip

⒡’ O(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

⒢’ ODi￢p

以上の 7つが，自由グループについての義務的基礎連言である（権利グ

ループの場合も，まったく同様にして 7 つがえられる）。このようにリン

ダールの場合は，カンガーの場合（5.D.の⒜∼⒡）より 1 つ多い。この

帰結は単独型の違いから生じており，リンダールの分析のほうがより細か

な論理的違いを表現できることになる。私が先に，リンダールがカンガー

の分析を精緻化したと述べたのは，まさにこの点をさしている。なお，こ

の⒜’∼⒢’が，具体的にどのような法的地位を表すのかも気になるところ

である。これについては，後に節を改めて検討したい（5.G.）。

609) Pに対して内部否定になる形（たとえば，P￢Dip) は，同グループ内の残り 2 つの連言

肢に解消されるので，考える意味はない。この点について，後掲注637も参照。

610) Lindahl 1977, 86-88.
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そして，この義務的基礎連言の違いは，当然ながら基本型にも影響を及

ぼす。リンダールの基本型にはいくつかの類型があるが，カンガーの原子

型に最も近いのは，「個人主義的 2 当事者型 (individualistic two-agent

types)｣ である611)（本稿では，これを単に基本型ともよぶ）。その導出方

法はこれまでと同様で，権利グループと自由グループのそれぞれから 1つ

ずつを取り出して連言で結べばいい。よって単純計算で72＝49通りだが，

ここでもカンガーの場合と同様，矛盾する場合があることに注意したい。

先ほどと同様のやり方で，⒜’∼⒢’から行動演算子を消去すれば，以下の

ようになる612)。

⒜’ → Pp ∧ P￢p ⒠’ → Op

⒝’ → Pp ⒡’ → なし

⒞’ → Pp ∧ P￢p ⒢’ → O￢p

⒟’ → P￢p

611) Id. at 127, 128-29 を参照。これは，前掲注579のマクシ連言では，

±P ±D(
i

j)±p

となる。

612) リンダールの場合のみに登場するのは，第 2 連言肢──つまり，P (￢Dip ∧ ￢Di￢p)

──である。ここからは，その真偽を問わず，何も導けないことに注意（真の場合は，

T5 より P￢Dip ∧ ￢Di￢p となるので明らか。偽の場合──つまり，Pに外部否定がつ

く場合──は，D1 より O (Dip ∨ Di￢p) と等しいが，これは残る 2つの連言肢から導け

る）。これは直観的には，Dip も Di￢p もしない場合は， pの真偽が不明であることをさ

す。
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j\i ⒜’⒝’⒞’⒟’⒠’⒡’⒢’

⒜’ 1 12 17 21 ─ 28 ─

⒝’ 8 2 18 22 26 29 ─

⒞’ 9 13 3 23 ─ 30 ─

⒟’10 14 19 4 ─ 31 34

⒠’─ 15 ─ ─ 5 32 ─

⒡’11 16 20 24 27 6 35

⒢’─ ─ ─ 25 ─ 33 7

図23 リンダールの基本型

これらを考慮し，すべての可能な組

み合わせを，カンガーの場合と同様に

図23に示した613)（数字は，リンダー

ル自身によるナンバリングを示

す614)）。ここでも表中で，無矛盾のマ

スを数えれば，5＋6＋5＋6＋3＋7＋

3＝35通りとわかる（矛盾は14マス）。

先の図21と比較すると，両説の異同が

わかり興味深い。

なおリンダールは，この分析をさらに進め，「集団主義的 2 当事者型

(collectivistic two-agent types)｣ についても検討している615)。しかし，

これについては本稿では省略する。

F．自由空間

5.B.∼5.E.で，ホーフェルド，カンガー，リンダールの分析における

根本概念・単独型・原子型（基本型）の 3層構造を確認した。ここで，こ

のうち原子型の意義について，もう 1度確認しておきたい。まず，5.B.

の冒頭での問題設定を振り返ろう。── i は j に対して，ある行為 a（ま

たは，K-L の場合ではある命題 p）についてどのような法的地位に立ちう

るか？ 一言で言えば，原子型とは，まさにこの問いに対する答えであ

る。先に見たように，原子型は，単独型による論理的に可能な組み合わせ

をすべて列挙したものだった。ここから，次のことがわかる。仮に，現存

するすべての法的諸概念が単独型──さらには，根本概念──で表せると

613) この図は，Lindahl 1977, 130 の図を，時計回りに90度回転させたものに相当する。5.

B.で説明した，リンダール方式のナンバリングが用いられている点に注意。なお，「換

位」（前掲注605を参照）をも考慮した，id. at 131 図も参照。

614) カンガーの原子型との対応関係として，Lindahl 1977, 140-41 も参照。

615) Id. at 159f. この類型では原子型として，たとえば O (Dip ∨ Djp) のような形も考慮さ

れる。

立命館法学 2013 年 3 号（349号)

66 ( )1134



しよう（ホーフェルドならば，このように主張するはずである）。その場

合，先の i の法的地位は，たとえ法律上どれほど複雑なものであっても，

最終的には，原子型のどれか 1つ──そして， 1つのみ──と必ず一致す

る。この意味で，先の図18・図21・図23のそれぞれは，a（または p）に

関する， i にとっての法的可能性の総体を表しているのである。そして同

時に，ここまでの検討で，このうちではリンダールによる図23が，最も精

緻化されていることを示した。

K-L は，この原子型という概念により，ホーフェルド自身の分析をさら

に一歩進めたといえる。私が，ホーフェルドのいう反対語（特に，義務と

特権の関係）の理解に K-L の分析が役立つと考えるのも，まさにそのた

めである。しかし私見によれば，K-L の分析の意義は，それにとどまらな

い。私はここに，「法とは何か」という問いに対する答えすら示されてい

ると思う（この法哲学的意義については 6.C.で述べる）。いずれにせよ，

原子型という概念の意義を認めるならば，各原子型を比較検討すること

は，きわめて有益なはずである。

しかし，K-L の原子型（基本型）は数が多いこともあり，それぞれのイ

メージを直観的につかみにくい。各原子型を比較するために，何かいい方

法はないだろうか？ K-L はいくつかを示しているが616)，その中でも本

稿の問題意識──特に，許可の強弱の区別必要性の観点──からみて重要

なのは，リンダールのいう「自由空間 (liberty space)｣617) である。自由

空間とは，各原子型において当事者が「どのくらい自由か」（以下，これ

を自由度ともよぶ）を，集合論を用いて示す手法である618)。3.F.では試

論として，F説における強い許可と弱い許可を行動演算子で示したが，自

由空間はその発想を大きく進めるものである。もっとも本稿では，集合論

616) カンガーによる逆・換位・対称・中立・同格について，前掲注605を参照。

617) 以下を参照。Lindahl 1977, 107-10 ; Lindahl 2006, 327, 339-42. またリンダールは，これ

を基本型の「序列 (ordering)｣ ともよぶ。Lindahl 1977, 104f, 141f.

618) 概観として，服部 1985, 92-93 も参照。
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を用いた厳密な定式化には立ち入らない。その代わりに，5.B.でのよう

に，まずはホーフェルド自身の見解に当てはめて，自由空間の基本発想を

説明しよう。

5.B.の図18で示したように，ある行為 aについての i と j の法的地位

としては， 9通り（○1∼○9 ）がありうる。ここで， i の立場に立って考え

てみよう。 i からみて，○1 ∼○9 のうち，最も望ましいものはどれだろう

か？ リンダール自身は明示していないが，私には，大きく 2つの考え方

があると思われる。本稿ではそれぞれを，自由空間についてのディケー的

視点とエゴイスト的視点とよびたい619)。 i にとっての○1 ∼○9 の選好順序

は，このうちどの視点をとるかで変わる。以下で，それぞれの違いを説明

しよう。（なお「選好」の語は，リンダールの用語ではない。本稿でこの

語を用いる理由については，次の 5.G.で述べる。）

まずエゴイスト的視点から説明する。この視点は，当事者（たとえば，

i と j ）のうち，一方の法的利益を最大化──したがって，他方の法的利

益を最小化──することを望ましいと考える。エゴイスト的視点には，利

己主義型と利他主義型の 2種類がある。利己主義型の視点によれば，最も

望ましいのは，自己（ i からみれば， i 自身）の法的利益──つまり，権

利と自由──の最大化である。まず自由グループ──つまり， i 自身の行

動に関する法的地位──については， i は自由（ホーフェルドのいう特

権）ができるだけ多く，また（同じことだが）義務ができるだけ少ない状

態を望む。言い換えれば，5.B.の⑶で示した義務的基礎連言（に相当す

るもの）に対して， i は iOj や iFj よりも iIj のほうが望ましいと考えるこ

とになる（何しろ， i が行動を選択できるのは iIj のときだけである）。な

お iOj と iFj の選好順序は，実際には， i がその内容についてどのような

選好をもつかに依存する。しかし，ここでは便宜上， i にとって同じ程度

619) これらの用語については，井上 1986, 49-54, 63-88 から示唆をえた。なお，各視点をこ

のように整理する発想は，D・ケネディとF・マイケルマンの分析（三本 2010, 199-203

を参照）から着想した。
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に望ましいと考えることにしよう。これらの選好順序を，以下では

⑽ iIj ＞ iOj＝iFj

と表記する（＝の場合は優劣なし。また括弧を省略するために，＞よりも

＝のほうが強く結びつくものとする）。他方で権利グループ── i からみ

た j の行動に関する法的地位──については，利己主義者 i は⑽のちょう

ど逆を望むだろう。というのも，jOi や jFi なら i は権利者であり， j の

行動をコントロールできるが，jIi の場合にはできないからである 。先と

同様に jOi と jFi は優劣なしと考えれば，選好順序は

⑾ jOi＝jFi ＞ jIi

となる。

これに対して利他主義型は，利己主義型の正反対である。この視点から

みて最も望ましいのは，他者（つまり， i からみた j ）の法的利益の最大

化である。利他主義者 i は j のために，自分自身の法的利益を犠牲にす

る。よって i の選好順序は，先の⑽と⑾のちょうど逆，つまり

⑿ iOj＝iFj ＞ iIj

⒀ jIi ＞ jOi＝jFi

となる（⑿が自由グループ，⒀が権利グループ）。

そしてディケー的視点であるが，この立場も，先の 2つと同じく法的利

益の最大化をめざす。しかしその考慮の際に，すべての当事者──ここで

は， i と j の 2人のみ──に対して同一の基準を用いる。一方当事者の視

点ではなく，公平な立法者の視点に立つといえるだろう。この立場は，さ

らに自由尊重型と権利尊重型とに分かれる。両者の違いは，法的利益のう
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ち，前者が自由の，後者は権利の最大化をめざすところにある。つまり，

自由尊重型の場合の選好順序は i が⑽で j が⒀に，権利尊重型の場合は i

が⑾で j が⑿となる。

このように，自由空間の評価には，大きく 2通り──それぞれの下位区

分を考慮すれば， 4通り──の立場がありうる。では，このうちどの視点

を採用すべきだろうか？ まず，リンダール自身が採用するのはディケー

的視点である（自由尊重型と権利尊重型のいずれかは明示されていな

い)620)。というより，K-L の体系 (F3 説）では，ディケー的視点をとら

ざるをえないのである（エゴイスト的視点は，そもそも考慮すらされてい

ない）。その原因は，F3 説では，先の説明 (DL1’にもとづく）と異なり，

義務演算子そのものが相対化されていないことにある。たとえば義務を例

にとれば， i が義務者の場合，DL1’とF3 説ではそれぞれ以下のように定

式化される（⒁が DL1’，⒂が F3 説による。後者は前者に合わせ，Oで

表した）。

⒁ iOja

⒂ ODip

このうち⒁では，義務演算子の相対化により，義務（O）が，まさに

「 j に対しての」義務──言い換えれば， j が権利者──であることが明

示されている。これに対して，⒂はそうでない。そこではOが相対化され

ていない以上，その義務は「絶対的」である──つまり，特定の権利者が

いない──と理解せざるをえない621)。言い換えれば，F3 説では，権利と

620) Lindahl 1977, 141f を参照。「自由空間」という名称（前掲注617を参照）は自由尊重型

を思わせるが，そのような含意はないことに注意。関連して，後掲注624も参照。

621) もちろん， j は行動の受動者として， pが表す文中で言及されるかもしれない。しかし

それは，あくまでD演算子に関する話であり，そのままではO 演算子とは無関係である

（前掲注580のように，言語仕様として明示すれば別であるが）。
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義務は相関関係にない（同じことは，その他の語にもいえる）。先の図18

と図21では，左側の列を「権利グループ」としたが，これは厳密にはおか

しいことになる。

この立場の長所の 1つは， 2当事者の法律関係に限定されないことであ

る（ 1 人でも， 3 人以上でもよい）。リンダールが，「法的関係 (legal

relations)｣（ホーフェルドはこの語を用いる）ではなく「法的地位 (legal

positions)｣ を根本とするのはこのためである622)。しかしこの方法には，

致命的な難点もある。ホーフェルド自身の分析（そして，それにもとづく

DL1’) では，一方当事者の自由の増加は，他方当事者の無権利の増加

──つまり，権利の減少──を引き起こす。しかし F3 説では，権利や無

権利に相当する概念を表せないため，自由（あるいは義務）は純粋に単独

で増減することになる（つまり，他方当事者は無視される）。ゆえにリン

ダールにとっては，当事者が誰かを問わず，その自由（あるいは義務。こ

れは DL1’では権利と同じ）を一律に最大化するという発想──つまり，

ディケー的視点──が最も自然なのである623)。

しかしこの帰結は，私には疑問である。もともとリンダールの分析は，

あくまで規範状態の記述をめざすものであり，特定の規範状態に対する肯

定的評価──たとえば，自由が多いほど「望ましい」など──をいっさい

含まない（そもそも，K-L の分析にはそのような語彙が存在しない)624)。

622) もっとも厳密には，この特徴はリンダールのみに見られ，カンガー自身の分析（少なく

とも，Kanger & Kanger 1966) には当てはまらない。リンダール自身による比較として，

Lindahl 1977, 85 を参照。リンダールは，「法的地位」のほうがより汎用性が高いとする。

Id. at 124. そしてリンダールは，「法的関係」の語を，両当事者の行動がともに規制され

る場合に限定して用いる。Id. at 125-27.（なお本稿では，両者をともにF3 説で表すため，

この点についての両者の違いはなくなっている。） ただし最近のリンダールは，より

ホーフェルドに近い， 2当事者関係を基礎としたアプローチも用いている。Lindahl 2006,

335f の分析を参照。またリンダール自身による位置づけとして，id. at 327 も参照。

623) ここでのホーフェルドとリンダールの対比は，最終的には，普遍的規範と個別的規範の

どちらを基底とすべきかという問題に通じる。概観として，2.E.と 4.E.を参照。

624) リンダールは，自由が「最大 (maximal)｣ あるいは「最小 (minimal)｣ という表現を →
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リンダールの分析が，自由尊重型にも権利尊重型にもコミットしないのは

そのためである。しかし，この発想を徹底するならば，同分析がディケー

的視点しかとれないのは不十分と思われる。ディケー的視点に加え，エゴ

イスト的視点とも両立する体系のほうが，分析の趣旨にかなうのではない

か？ しかも，本稿の直接の目的はホーフェルド解釈にある。そしてホー

フェルド自身の分析の中心は，少なくとも第一義的には当事者である。こ

こからも，やはりエゴイスト的視点が必要とわかる。さらには，ホーフェ

ルド自身がリアリズム法学と近い関係にあった625)ことを考えれば，エゴ

イスト的視点のうち，現実の法的紛争での利害対立をとらえる利己主義的

視点のほうが，ホーフェルド自身の見解に近いのではないだろうか。

以上の理解が正しいとすれば，本稿では，次の 2 つの作業が必須とな

る。まず第 1 に，F3 説を拡張し，エゴイスト的視点とも両立させること。

そして第 2 に，エゴイスト的視点──その中でも，特に利己主義的視点

──に立った分析結果を示すこと。

このうち第 1 の点に関しては，いくつかの選択肢がある。そのうち本節

では，暫定的に，以下の解決策を採用したい。それは，関係当事者を i と

j の二者に限定し，一方の義務が他方の権利を──また一方の自由が他方

の無権利を──常に表す，という想定である。この処理により，たとえば

先の⒂は， i が義務者であることに加え， j が権利者であることをも示す

ことになる。この扱いのメリットは，F3 説の言語を変更せずに，義務演

算子を相対化したのと同じ効果がえられる点にある（カンガーの発想626)

に近い）。もっとも 6.B.で述べるように，この扱いには疑問の余地もあ

る。しかし今はこの点に立ち入らず，上記の第 2 の点，つまり自由空間を

利己主義的視点から見た場合の帰結に焦点を当てよう。この視点の違いか

→ 用いる。以下を参照。Lindahl 1977, 93 ; Lindahl 2006, 340. しかしこれらの語には，たと

えば「最大だから最も望ましい」のような含意はない。

625) 三本 2010 を参照。

626) 前掲注580を参照。
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ら，以下で示す結論はリンダール自身の分析とは異なることに注意した

い。

j\i iIja iOja iFja

jIia ㋑ ㋓

jOia

jFia

㋐ ㋒

図24 ホーフェルドの自由空間

では，利己主義的視点をとる場合，先の

原子型（○1∼○9 ）に対する i の選好順序は

どうなるだろうか？ その答えは，自由グ

ループについては⑽を，権利グループにつ

いては⑾を使い，両者の組み合わせを考え

ればえられる。具体的には，最も強く選好

するものから順に，

⒃ ○4＝○5 ＞ ○1 ＞ ○2＝○3＝○7＝○9 ＞ ○5＝○8

となる。これらの違いは，先の図18を使うとわかりやすい。⒃の各段階を

強いものから順に㋐∼㋓で表し，それぞれの位置を図18で示せば，図24の

ようになる。

ではカンガーの場合はどうだろうか？ 先と同様に，まずiからみた自

由グループ（5.C.の⒜∼⒡）の選好順序を考えよう。問題となるのは，

⒝・⒞の 2つと，⒟・⒠・⒡の 3つの順序だが，ここではいずれも同順位

と仮定しておく（前者は先の⑽と同じ理由による。また後者は 5.G.で検

討する）。よって，利己主義的視点を前提とすれば，

⒄ ⒜ ＞ ⒝＝⒞ ＞ ⒟＝⒠＝⒡

となる。他方で， i からみた j は，このちょうど逆になる。ここから， 2

人関係である原子型には，32＝9段階の強度があるとわかる（㋐∼㋘で表

す）。それぞれを強いものから順に並べれば，以下のようになる（数字は

図21でのナンバリング）。なお（ ）内の「⒜⒝」などの表記は，左が

権利グループ，右が自由グループをさす（図21では，前者が行，後者が
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列）。計算過程を示すために，（ ）では矛盾する組み合わせも含めて記

した。

㋐ 5 (⒟⒜，⒠⒜，⒡⒜）

㋑ 9，16 (⒝⒜，⒞⒜）

㋒ 1 (⒜⒜）

㋓ 6，13，8，15 (⒟⒝，⒠⒝，⒡⒝，…）

㋔ 4，10，17，12 (⒝⒝，⒞⒝，⒝⒞，…）

㋕ 22，26 (⒜⒝，⒜⒞）

㋖ 3，20，11，24，7，14，2 (⒟⒟，⒠⒟，⒡⒟，…）

㋗ 19，23，21，25 (⒝⒟，⒞⒟，⒝⒠，…）

㋘ 18 (⒜⒟，⒜⒠，⒜⒡）

j\i ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡

⒜ ㋒ ㋕ ㋘

⒝

⒞
㋑ ㋔ ㋗

⒟

⒠

⒡

㋐ ㋓ ㋖

図25 カンガーの自由空間

先と同様に，この㋐∼㋘の 9段階を図21

で図示すれば，図25のようになる。これ

が，カンガーの分析から導かれる， i の利

己主義的視点からみた自由空間である。な

お㋐∼㋘の各エリア内には矛盾した組み合

わせも含まれるが，それについては図21を

参照していただきたい。

同様にして，リンダールの場合も考えよ

う。まず， i からみた自由グループ（5.E.の⒜’∼⒢’）の選好順序は，

⒅ ⒜’ ＞ ⒝’＝⒞’＝⒟’ ＞ ⒠’＝⒡’＝⒢’

となり（ただし⒄と同様に，⒝’・⒞’・⒟’と⒠’・⒡’・⒢’を同順位と仮

定する），権利グループはそのちょうど逆になる。このため強度は，カン

ガーの場合と同じく，32＝9段階となる。先と同様に，㋐∼㋘で表そう
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（数字は図23でのナンバリング。図25と同じく，強いものから順に並べる。

⒝’⒜’などの記号の意味も同じ）。

㋐ 11 (⒠’⒜’，⒡’⒜’，⒢’⒜’）

㋑ 8，9，10 (⒝’⒜’，⒞’⒜’，⒟’⒜’）

㋒ 1 (⒜’⒜’）

㋓ 15，16，20，24，25 (⒠’⒝’，⒡’⒝’，⒢’⒝’，…）

㋔ 2，13，14，18，3 19，22，23，4 (⒝’⒝’，⒞’⒝’，⒟’⒝’，…）

㋕ 12，17，21 (⒜’⒝’，⒜’⒞’，⒜’⒟’）

㋖ 5，27，32，6，33，35，7 (⒠’⒠’，⒡’⒠’，⒢’⒠’，…）

㋗ 26，29，30，31, 34 (⒝’⒠’，⒞’⒠’，⒟’⒠’，…）

㋘ 28 (⒜’⒠’，⒜’⒡’，⒜’⒢’）

j\i ⒜’⒝’⒞’⒟’⒠’⒡’⒢’

⒜’㋒ ㋕ ㋘

⒝’

⒞’

⒟’

㋑ ㋔ ㋗

⒠’

⒡’

⒢’

㋐ ㋓ ㋖

図26 リンダールの自由空間

そして図26が，㋐∼㋘の各エリアの

配置を図23に示したものである（先の

図25と同様，各エリア内には矛盾も含

まれる）。

以上の図24∼26を比較すれば，ホー

フェルド，カンガー，リンダールの順

で，自由空間における当事者の法的地

位の理解が，徐々に深まっていること

が明らかとなる。本稿での私の主張

は，この自由空間に示される法的地位の強さの違いから，自然言語におけ

る「特権」と「自由」という語の意味の違い（のうち，少なくとも一部）

が生じている，というものである。これについては 6.A.で述べよう。

G．自由度と選好

前節では，リンダールによる自由空間の基本発想を概観した。ホーフェ
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ルド自身の見解を発展させることで，このような分析結果がえられるのは

非常に興味深い。またリンダール自身も，この発想を経済学的分析に用い

ることを提案する627)など，その応用可能性はきわめて高いと思われる。

しかし同時に指摘したように，リンダール自身の分析は，次の 2つの前提

に依拠していることにも注意したい。第 1 に，相対化されていない義務演

算子を用いる（このためエゴイスト的視点と両立しない）。第 2 に，原子

型の選好順序を決める際に，異論の余地がありうる箇所を同順位としてい

る。この 2つは，いずれも無視できない論点である。以下ではこのうち，

第 2 の論点について検討したい（第 1 の論点は 6.B.で扱う）。

すでに見たように，K-L の原子型は単独型から導かれる概念である。そ

してリンダールの単独型は，� Dip，� ￢Dip ∧ ￢Di￢p，� Di￢pの

3 つ（またはその否定）に義務演算子 (±P) を前置したものである。カ

ンガーの分析にはこのうち�がないこと，また�はリンダールによれば

「 pについて消極的である」を表すことについては，5.E.で述べた。で

は，この「消極的」とはいったい何だろうか？ 素直に考えれば，その反

対語は「積極的」だろう。具体的には，先の�と�がそれに当たるはずで

ある。とすれば「消極的」とは，「�も�も行わないこと」をさすことに

なりそうである。

この理解は，本稿の 4.C.と 4.D.で示した試論──その基本発想は，ウ

リクトによる「省略」の理解である──とは，一見するとかなり異なる。

両者を比較すれば，次の図27のようになる。

リンダール 本稿の試論

	 pをもたらす pをもたらせる＋もたらす


 pも ￢p ももたらさない pをもたらせない(よって，もたらさない)

� ￢p をもたらす pをもたらせる＋もたらさない

図27 2つの意味論の比較

627) Lindahl 2006 は，この問題意識で書かれている。
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両者を比較すれば，リンダールは行動演算子の意味を，ごくストレート

に解しているといえる。他方，本稿の意味論は行動の省略を表すことに力

点があり，行動演算子のもともとの意味からはやや離れている。

しかし私の理解では，この 2つの意味論の違いはそれほど大きなもので

はない。このことを示すために，リンダール自身による「消極的」の語の

意味を確認しておこう。リンダールは，次のように説明している628)。

…ある行為者が「消極的である」とは，その行為者が，「 pである」も「 p

でない」ももたらせない (does not successfully see to it) ということであ

る。しかしながら，だからといってその行為者が，（ pに関していっさい何

もしないという）厳密な意味で「消極的 (passive)｣ とはかぎらない。ゆえ

に消極的であることは，たとえばその行為者が pを支持し奨励することと

も──それらの行動が成功しないという条件で──両立する。

もし先の�の類型が， 2文目にいう「厳密な意味」での消極性にかぎら

れるならば，リンダールと本稿の意味論は大きく異なるものになる。しか

しそうではないことが，リンダールによって明示されている。加えて， 1

文目の「もたらせない」（もたらすことに成功しない）という表現には，

明らかに「可能」の意味が入っている（ 3 文目にも同様の表現がある）。

このことも， 2つの意味論の連続性を示すものといえる。

もっとも，両者は完全に同一というわけでもない。特に�については，

リンダールの場合は「できない」だけでなく「できるが，あえて何もしな

い」の場合も含む。これに対して本稿の場合は，このうち前者の場合にか

ぎられる（後者は�に含まれることになる）。要するに， 2 つの意味論の

違いは，この「できるが，あえて何もしない」という類型を�と�のどち

らに振り分けるかにある。重要な論点だが，本稿では立ち入らないでお

く。

628) Id. at 339 n.31.
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以上，リンダールの体系の基礎部分をやや詳しく見てきた。この理解を

前提として，次に原子型の選好順序の問題に進みたい。この論点は同時

に，なぜ本稿が，自由度に代えて「選好」の語を用いるか，という点にも

関係する。

200-28

図28 自由度の図示法

リンダール自身の分析は，当事者

の──選好順序ではなく──自由度

（つまり，自由の量）を比較するも

のである。自由度を視覚的にわかり

やすく示すために，リンダールは，

図28のうち左図を用いる629)。（本稿では 4.C.と 4.D.で，図28の右図を用

いた。どちらでも同じ内容を表せるが，ここでは原文との対応関係を優先

して，リンダール自身の左図を用いる。) ここで円の全体は，ある当事者

i がある事態 pについてとりうるすべての行動の集合を示す。この集合は

上記�∼�の 3類型からなるので，円を 3つの領域に分割し，それぞれに

各類型を割り当てている。しかもリンダールは，�∼�のそれぞれにPを

前置した場合の自由の量が，すべて等しいと仮定している。図28で，円が

3等分されているのはそのためである。なお，各領域に色がついている場

合はその行動への許可を，ない場合は禁止を表す（図28ではどの領域にも

色がないが，実際には，�∼�のうち少なくとも 1カ所に色がつく）。

以上を前提とすれば，リンダールによる 7 つの義務的基礎連言（5.E.

の⒜’∼⒢’）の違いをより明確に示せる。それは具体的には，図28の各領

域のうち，どの領域に色を付けるかの違いである。5.F.の⒅で，義務的

基礎連言の間の選好順序を示したが，これをリンダール自身の見解により

忠実に，自由度という観点でとらえ直せば，次の図29のようになる。

629) Lindahl 1977, 104f を参照。
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200-29

図29 各義務的基礎連言の自由度

自由度の 3つの段階が，色のついた領域の数の違い（左から順に， 3カ

所→ 2 カ所→ 1 カ所）で示されることに注意したい。このように，色のつ

いた領域が多ければ多いほど，自由度が高い。言い換えれば，自由度は，

円中の色のついた領域の面積に比例することになる。

もっともこれだけでは，各類型のイメージをつかむには不十分だろう。

そこで⒜’∼⒢’のそれぞれについて，簡単な具体例もあげておこう630)

（�∼�の pにあたる部分のみを示す。いずれも行為者は i 。 j は i の隣

人で，例文中の「境界線」は i の土地と j の土地とを区切る線をさす。な

お前提となる意味論は，リンダール自身のものである）。

⒜’ … i の家が，別の色に塗り替えられる

⒝’ … 境界線上に垣根ができる

⒞’ … i の家を建てるのに必要な各種申請がなされている

⒟’ … j の土地の境界線近くに，倒れそうな大木が植えられる

⒠’ … i の家が建築基準法に従っている

⒡’ … j の家が，別の色に塗り替えられる

⒢’ … i の家が建築基準法に違反している

630) 以下の例のうち，⒞を除く 6つは，id. at 92-93 (F1∼F6) の例を適宜変更したものであ

る。また⒞は，id. at 97-98, 286-87 の例を参考にした。5.E.で述べた基本型（個人主義的

2当事者型）の例として，id. at 133-40 も参照。
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このうち自由度が最大なのは⒜’で， i は p（つまり，上の例文で示さ

れる事態）をもたらしてももたらさなくても，あるいは「消極的」でもか

まわない。次に自由度が大きいのは⒝’∼⒟’の 3つで，⒝’は ￢p をもた

らすこと，⒞’は pについて消極的であること， ⒟’は pをもたらすこと

のみが禁じられる。このうちでは⒞’がややわかりにくいが，⒞’で「消極

的」であることが許されないのは， i のとりうる行動が，

家を建てるならば， pをもたらすべき

家を建てないならば，￢p をもたらすべき

のいずれかしかない（つまり，どちらでもいいという態度は許されない）

ためである。なお，残る⒠’∼⒢’の 3 つは自由度が最小で，⒠’は pをも

たらすこと，⒡’は pについて消極的であること，⒢’は ￢p をもたらす

ことのみが許される（つまり，それぞれをする義務がある）。

以上がリンダールによる自由度の概略である。ここで注意すべきは，行

動全体の集合（図28左では，円全体）が，�∼�で正確に等分されるとい

う想定である（そうでなければ，⒝’∼⒟’や⒠’∼⒢’が等量とはいえな

い）。しかし，この想定は妥当だろうか？ 私が特に疑問なのは�である。

前述したように，�のうち少なくとも一部は，�も�も「できない」の意

である。しかし，「できない」という事態を許可することにより，当事者

の「自由」の総量が増えるのだろうか？

そもそも特定の行動と無関係な「事態に対する自由」という概念が成り

立つかどうかも疑わしいが，この点は置くとしよう。リンダールの説明に

よれば，�の類型には，�も�ももたらさないという「行動に対する自

由」と，�も�ももたらせないという「事態に対する自由」の 2 つがあ

り，かつ，この 2つを合計した自由の量が，�や�のそれと正確に等しい

ことになる。しかし，そう言えるだろうか？ 特に「事態に対する自由」

は，必ずしも当事者の「行動に対する自由」を拡大しない点に注意する必
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要がある（たとえば 4.C．の文盲の例で言えば，仮に「文字を読めない自

由」を認めても，文盲の人の行動できる範囲が広がるわけではない）。最

終的には，自由度をどのように数値化するのかという問題に行き着くが，

少なくとも，「行動に対する自由」と「事態に対する自由」とを同一の尺

度で比較するのは無理ではないだろうか。仮に話を「行動に対する自由」

に限定すれば，�で示される領域のうち少なくとも一部を，自由の総量か

ら除外すべきことになる631)（この問題は，前述した 2 つの意味論──リ

ンダール自身または本稿による──のうち，どちらを採用しても生じる）。

よって�の面積は，その分だけ，�や�より小さくなる──つまり，�・

�と�は等量ではない──と考えられる。

私が「自由度」ではなく「選好順序」で考えるのは，まさにこの点と関

係している。「選好」ならば，自由の量そのものが等しいかどうかは問題

でない。というのも，�∼�の自由の量が異なっても，それぞれに対する

選好強度が等しい場合はあるからである。よって，先の「できない行動」

の問題を回避できる。もちろんこの見解では，はたして選好強度が等しい

かどうか──あるいは，そう想定するのが妥当かどうか──が新たに問題

となる。この問題に対する答えは，個別の事例ごとに，当事者 i が事態 p

に対して，どのような選好をもつかに依存する（その分だけ，自由度の場

合よりも客観性が減ることは否定できない）。選好がわかる場合はそれを

使えばいいが，最終的な問題は，当事者の具体的な選好が不明の場合に，

各選好強度が等しいと仮定できるかという点にありそうである。しかしこ

の論点を検討するには，前提となる選好概念を明確に定義する必要があ

り，本稿で扱うのは適当でない。

631) リンダールは，たしかに⒞’が存在する（つまり，空集合ではない）ことは示している

（前掲注630の該当箇所を参照）。しかし，⒞’の自由の量が，⒝’や⒟’と等しいことまでは

示していない。
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H．その他の論点

その他，K-L の分析に対しては，これまでに多くの指摘ないし批判がな

されている。以下では，そのうちいくつかについて簡単に検討したい。第

1 に，自由空間における「差し控え」をどう扱うかという問題がある。リ

ンダールの自由空間での基本単位は，5.G.の�∼�──つまり本稿の意

味論では，ある行動とその（最広義または狭義の）省略──だった。そこ

では，行動演算子を反復適用した形（たとえば，DiDip) は，考察対象か

ら除外されている。しかし私の理解では，行動の──省略から区別された

──（最広義または狭義の）差し控えは，反復適用により表される（4.

D.を参照）。とすれば，自由空間において，行動演算子を反復適用した形

をも考慮すべきではないだろうか。具体的には，義務的基礎連言を導くに

あたり，5.E.の⑼と，

⒆ ±PDjDjp ∧ ±P(￢DjDjp ∧ ￢Dj￢Djp) ∧ ±PDj￢Djp ∧

±PDiDip ∧ ±P(￢DiDip ∧ ￢Di￢Dip) ∧ ±PDi￢Dip

との連言を考えることになる。この点については，本稿ではまったく手を

つけずに残さざるをえない。

第 2 に，これとほぼ同様のことが，本稿冒頭（1.）の批判 2 ──つま

り，自由に対する法的保護の必要性──についてもいえる。本稿では 2.

B.で，この批判に答えるには，「じゃまをしない」や「助ける」という概

念を体系内で表せる必要があると示唆した。K-L の分析でこれらの概念に

相当するのは，Dip に対して，前者が ￢Dj￢p，後者が Djp だと考えられ

る632)（ちなみに DL1’では，図18の○5 ・○7 と○4 ・○2 での j の地位がそれ

である）。しかし，これらの定式で十分だろうか？ これらは「じゃまし

ない／助ける」ではなく，単に j 自身が──Dip とはまったく無関係に

632) このうち前者について，Lindahl 1977, 125-26 を参照。
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── pを実現するだけではないか？ 根本的な原因は，先の式では，いず

れも Dip との関係が明示されないことにある633)。代替案としては，やは

り行動演算子の反復適用を使うべきではないだろうか。具体的には，本稿

の F3 説では，たとえば「 j が， i が pをもたらすのをじゃまする」は Dj

￢Dip と書ける634)。同様に，「 j が， i が pをもたらすのを助ける」は，

DjDipとなると考えられる635)。この見解によれば，たとえば PDipに対応

する i の権利──つまり， j の義務──は，O￢Dj￢pやODjpではなく，

O￢Dj￢Dip か ODjDip のいずれか（前者は後者から導ける）となる。き

わめて重要な論点だが，本稿では，この方向性については次の 5.I.の最

後で簡単にふれるにとどめる。

第 3 に，義務的基礎連言の導出過程を，行動演算子の反復適用とは別の

面で，さらに精緻化する試みがある。この方向性は，M・サーガットらが

精力的に進めている。サーガットらはリンダールの分析を，大きく以下の

2点で変更する。まず一方では，基礎単位となる行動演算子の内容がさら

に細分化される。これは，リンダールの �Dip，� ￢Dip ∧￢Di￢p，�

Di￢pのそれぞれに ±P を前置する際に，さらに±のステップを 1つ付け

加えることによる。具体的には，5.E.の⑻を，

⒇ ±P±(±α) (ただし，αは上記の�∼�か，その ￢p/p)

633) ほぼ同様の観点から，マキンソンは，K-L が，通常の義務の範囲を十分にカバーしてい

ない点を問題とする。たとえば，「Aする（のをじゃまされない）権利」に対応するのは，

行為名説では「Aするのをじゃましない義務」だが，命題説では「Aでない状態を生じさ

せない義務」となる。この両者はまったく別のことである。Makinson 1986, 415-16. こ

の批判は，たとえば PDip に対して，対応する義務を O￢Dj￢p と理解することに対して

向けられている。

634) 以下も参照。Jones & Sergot 1992, 112-13 ; Sergot 2001, 588.

635) もっとも，先の 4.B.では，この形が「使役」を表すとした。F3 説の言語では，これら

の態様を区別できない。
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に変更するのである636)（つまりαも考慮すれば，±が──⑻の 3 カ所に

対して── 4 カ所となる）。もっともサーガットが指摘するように，この

変更は標準的な義務論理体系（本稿のF3 説も含む）には影響がない637)。

しかしすぐ後で述べるように，最終的に F3 説をそのままの形で採用すべ

きかどうかについては検討の余地があるため，体系の選択によっては，⒇

の帰結をも考慮すべきことになる。また他方で，もう 1 つの細分化とし

て，サーガットらは先の�∼�のうち，特に�にも着目している638)。具

体的には，�を pの真偽に応じて，

/ p ∧ ￢Dip

0 ￢p ∧ ￢Di￢p

636) Sergot 2001, 595. よって義務的基礎連言は，前掲注579のマクシ連言で示せば，

±P± ±D(
i

j)±p

となる（内側の[[ ]]の前に，±がつくことに注意）。

637) ⒇からえられる義務的基礎連言のうち，Pの後に￢を加えたものは，5.E.の⒜’∼⒢’

には含まれない。それらは具体的には，以下の 7 つである（( ）内には，矛盾する場

合は⊥を，また⒜’∼⒢’の中に等しいものがあればそれを記した）。

⒣’ P￢Dip ∧ P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P￢Di￢p (≡ ⒜’）

⒤’ P￢Dip ∧ P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢P￢Di￢p (≡ ⒢’）

⒥’ P￢Dip ∧ ￢P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P￢Di￢p (≡ ⒡’）

⒦’ ￢P￢Dip ∧ P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P￢Di￢p (≡ ⒠’）

⒧’ P￢Dip ∧ ￢P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢P￢Di￢p (≡ ⊥）

⒨’ ￢P￢Dip ∧ P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢P￢Di￢p (≡ ⊥）

⒩’ ￢P￢Dip ∧ ￢P￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P￢Di￢p (≡ ⊥）

( ）内の導出は，まず⒣’の各連言肢は，⒜’の各連言肢のうち，どれか 2 つの連言

と等しい。よって，⒣’は⒜’と等しいことがわかる。また⒤’∼⒦’は，￢P￢ をOに置換

すれば，残りの 2 つの連言肢がそれと両立するとわかる。そして⒧’∼⒩’は， 2 カ所の

￢P￢ をOに置換すれば，その 2つが矛盾するとわかる。以上から，⒣’∼⒩’は，すでに

⒜’∼⒢’に含まれていることが示される。

638) サーガットは，「累積的な事実／行為の諸地位 (cumulative fact/act positions)｣ とよぶ。

Sergot 2001, 596-98.
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の 2 つに分解するのである639)。この変更でえられる結果は，K-L の場合

よりもさらに細分化されたものとなる。いずれも非常に興味深いが，本稿

では扱えなかった。

第 4 に，分析の基礎となる公理系（本稿では，K-L の分析については

F3 説を用いた）についても，さらに検討の余地がありそうである。本稿

の拡張体系（3.のA説∼ I 説）との関係で言えば，たとえばリンダール自

身は，そのうちH説との接合を試みている640)。他方で，本稿のように許

可の強弱の問題を重視する観点からは，D説との組み合わせも検討すべき

だろう（次節で扱う）。さらには，矛盾する規範や対立する義務がありう

るという現実を重視するならば，公理 A2 を採用すべきかという問題もあ

るだろ。F3 説はこれを肯定しており，ホーフェルド自身の分析（2.E.を

参照）と著しい対象をなす。しかし，もし A2 を拒絶すれば，分析結果も

変わる。カンガーの場合で言えば，まず強度ダイアグラム（5.C.）のう

ち，TF33 と TF36 が成り立たなくなる。また原子型を導く際に，消去で

きない組み合わせが新たに生じる。よって原子型の数はさらに増えること

になる。A2 の採用の是非は，最終的には，規範間の論理関係をどう理解

するかで決まる641)。私は現時点では，A2 そのものを拒絶する代わりに

義務演算子を相対化すれば，先の「矛盾」に相当する事態の──すべてで

はないにせよ──多くを表せると考えている。本稿では立ち入れないが，

関係する論点を 6.B.で扱う。

K-L の分析そのものの検討は以上で終えることにする。次節では，K-L

の分析に対して，私自身が変更を加えた体系を示すことで，先の様々な問

題点のうち，ごく一部だけでも解決することをめざしたい。

639) pの真偽を考慮する場合でも，AF31 より，�からは pが，�からは ￢p が導けるた

め，この 2 つに関しては特に影響がない。また�は，±p と (￢Dip ∧ ￢Di￢p) の連言

だが，同じくAF31 より p ⊃ ￢Di￢pと ￢p ⊃￢Dipが導けるため，本文の/と0のよう

に簡略化できる。

640) Lindahl 1994, 902-09.

641) この問題については，三本 2007 で整理を試みた。
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I ．D説との接合

本稿では3.で，義務論理の拡張体系をいくつか検討し，本稿の目的に

とっては，そのうちD説とF説が最もふさわしいと述べた。また，続く4.

では，F説の諸類型 (F1 説∼F4 説）を比較し，あくまで暫定的にではあ

るが，そのうち F3 説を採用するのが妥当とした（5.でのここまでの分析

は，この F3 説を基礎としている）。これらの結論を受け，以下では，F3

説とD説を接合した体系を考えたい。具体的には，F3 説の基礎にある義

務論理体系 (DL4) に代えて，3.D.のD説を採用する（以下，この体系を

DF3 説とよぶ）。つまり，F3 説の D1 と A2 に代えて，AD1∼AD3 と

DD1 が採用される（詳しくは 3.D.を参照）。行動論理関係など，F3 説の

その他の部分はそのままである。以下ではまず，この DF3 説で，K-L と

同様の分析を行った場合の帰結を示す。ただし DF3 説は，上記の点以外

では F3 説と同じため，5.G.と 5.H.で述べた難点もそのまま引き継ぐ。

そこで本節の最後に，DF3 説をさらに修正し（この体系を DF3’説とよ

ぶ），そのうちいくつかを解決する方向性を示したい。

まず DF3 説であるが，分析の前提となる義務的基礎連言の発想そのも

のは，先に見たリンダールの場合と同じである。ただし DF3 説には D1

がないため，OとPは相互定義できない。具体的には，AD3 の逆に相当

する，￢Fp⊃Pp が成り立たなくなる（D説では，規範の不存在から存在

を導くことはできない）。このため義務的基礎連言として，K-L の場合と

異なり，PとO（F）とをまったく別物として扱う必要がある。具体的に

は，義務的基礎連言は，5.E.の⑼と次の8との連言から導かれることに

なる（Fを用いて記した）。

8 ±FDjp ∧ ±F(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) ∧ ±FDj￢p ∧

±FDip ∧ ±F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ±FDi￢p

導出の手順としては，まず⑼と8のそれぞれについて可能な組み合わせ
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を求めた上で，それぞれから 1つずつを取り出すのがいいだろう。これま

でと同様に，自由グループ（⑼や8の 6つの連言肢のうち，最後の 3つ）

と権利グループ（最初の 3つ）を区別して考えよう。なお⑼――つまり，

±P を前置する場合――について，DF3 説ではすべて否定の組み合わせ

も除外されないことに注意。他方，8――つまり，±F を前置する場合

――では，すべてFということはありえない。よって，まず自由グループ

については，以下に示すように，⑼について�∼9の 8通り，8について

�’∼:’の 7通りが区別できる。

� PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

� PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p

� PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

� ￢PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

� PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p

; ￢PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p

: ￢PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

9 ￢PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p

�’ ￢FDip ∧ ￢F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢FDip

�’ ￢FDip ∧ ￢F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ FDi￢p

�’ ￢FDip ∧ F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢FDi￢p

�’ FDip ∧ ￢F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢FDi￢p

�’ ODip

;’ O(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

:’ ODi￢p

義務的基礎連言を求めるには，�∼9と�’∼:’の各グループから 1つ

ずつを取り出し，その連言をとればいい。つまり，単純計算で8×7＝56通

りとなる。しかし，実際には矛盾する組み合わせがある（たとえば，�と
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�’）ため，それらを除去する必要がある。ここでは�’∼:’から順に 1

つずつを取り出して，�∼9のそれぞれと連言で結び，矛盾するかどうか

を調べよう。すると，矛盾しない組み合わせは，8＋4＋4＋4＋1＋1＋1＝

23通りとわかる。以下がその一覧である (DD1 と TD1 を用いて，弱い許

可を P− で表す。また右に，上記のどの組み合わせからえられるかを記し

た）。

⒜” PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … ��’

⒝” PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … ��’

⒞” PDip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … ��’

⒟” P−Dip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … ��’

⒠” PDip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … ��’

⒡” P−Dip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … ;�’

⒢” P−Dip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … :�’

⒣” P−Dip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … 9�’

⒤” PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ FDi￢p … ��’

⒥” PDip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ FDi￢p … ��’

⒦” P−Dip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ FDi￢p … ;�’

⒧” P−Dip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ FDi￢p … 9�’

⒨” PDip ∧ F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … ��’

⒩” PDip ∧ F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … ��’

⒪” P−Dip ∧ F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … :�’

⒫” P−Dip ∧ F(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … 9�’

⒬” FDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … ��’

⒭” FDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … ;�’

⒮” FDip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p … :�’

⒯” FDip ∧ P−(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ P−Di￢p … 9�’

⒰” ODip … ��’

⒱” O(￢Dip ∧ ￢Di￢p) … ;;’
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⒲” ODi￢p … ::’

以上が自由グループについての義務的基礎連言だが，権利グループにつ

いても， i を j に代えればまったく同様の結果がえられる。そこで，それ

ぞれを用いて，DF3 説での基本型を求めよう。これは単純計算では，

232＝529通りとなる。しかしこの中には，K-L の場合と同様に，やはり矛

盾する組み合わせがある。このことは，以下の帰結を考えればわかる（導

出方法については 5.C.と 5.E.を参照642)）。

⒜” → Pp ∧ P￢p ⒨” → Pp ∧ P￢p

⒝” → Pp ⒩” → Pp

⒞” → Pp ∧ P￢p ⒪” → P￢p

⒟” → P￢p ⒫” → なし

⒠” → Pp ⒬” → P￢p

⒡” → なし ⒭” → なし

⒢” → P￢p ⒮” → P￢p

⒣” → なし ⒯” → なし

⒤” → Pp ⒰” → Op

⒥” → Pp ⒱” → なし

⒦” → なし ⒲” → O￢p

⒧” → なし

この点に注意しつつ，基本型の一覧をこれまでと同様に表にすれば，以

下の図30のようになる。なおリンダールの基本型と比較しやすいように，

642) DF3 説でもAF31は維持されており，またDR2とDR3も導ける。D1やD2を使う必要

もない。よって，基本的な手順は同じである。なお前掲注612では，￢P (￢Dip ∧ ￢Di￢

p) の場合に D1 を使ったが，これは DF3 説では F (￢Dip ∧ ￢Di￢p) か P− (￢Dip ∧

￢Di￢p) のいずれかに還元される（いずれも，行動演算子を消去できない）。したがっ

て，この場合も D1 を使う必要はない。
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表中のナンバリングはリンダールによるものを記した（先の図23と比較さ

れたい）。このため，DF3 説では複数の基本型に分解される法的地位も，

ナンバリングが同じならば，図30では 1つの大きなマスにまとめて記して

いる。なお，表中で※の欄は，DF3 説でのみ登場する基本型である。

j\i ⒜”⒝”⒞”⒟”⒠”⒡”⒢”⒣”⒤”⒥”⒦”⒧”⒨”⒩”⒪”⒫”⒬”⒭”⒮”⒯”⒰”⒱”⒲”

⒜”

1 12 17 21

─

28

─

⒝” ※ ―

⒞” ― ―

⒟” ― ※

⒠” ※ ―

⒡” ※ ※

⒢” ― ※

⒣” ※ ※

⒤”

8 2 18 22 26 29

―

⒥” ―

⒦” ※

⒧” ※

⒨”

9 13 3 23

─

30

─

⒩” ※ ―

⒪” ― ※

⒫” ※ ※

⒬”

10 14 19 4

─

31 34
⒭” ※

⒮” ―

⒯” ※

⒰”─ ※ ─ ─ ※ ※ ─ ※ 15 ─ ※ ─ ※ ─ ※ ─ ※ 5 32 ─

⒱” 11 16 20 24 27 6 35

⒲”─ ─ ─ ※ ─ ※ ※ ※ ─ ─ ※ ※ ─ ─ ※ ※ 25 ─ 33 7

図30 三本による基本型 (DF3 説)

その総計を求めるには，明らかに矛盾のほうが少ないため，こちらを数

えよう。表中で矛盾する組み合わせは，⒰”と⒲”（縦横とも）に各 9 マス

ずつあるだけである（そのうち 2 カ所が，縦と横で重複している）。つま
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り，9×4−2＝34通りとわかる。ゆえに，求める答えは，529−34＝495通

りである。

このように，DF3 説においては，リンダールの基本型がさらに細分化

される。たとえば，リンダールの基本型 1 は，DF3 説では8
2＝64通りに

分解される。また公理系の違いにより，DF3 説では矛盾の一部が解消す

る。たとえば⒝”⒰”は，P−Dj￢p から行動演算子を消去できないため，

（PDj￢p の場合と異なり）Op と矛盾しない。

では，これらの基本型が構成する自由空間は，どのようになるだろう

か？ まず前提として，選好順序については，5.F.と同じく利己主義的

視点を採用する。これまでと同様に， i からみた自由グループ（先の

⒜”∼⒲”で示される）から考えれば，その選好順序は

E ⒜” ＞ ⒝”＝⒞”＝⒟” ＞ ⒠”＝⒡”＝⒢” ＞ ⒣” ＞

⒤”＝⒨”＝⒬” ＞ ⒥”＝⒦”＝⒩”＝⒪”＝⒭”＝⒮” ＞

⒧”＝⒫”＝⒯” ＞ ⒰”＝⒱”＝⒲”

の 8段階になるだろう (P− の扱いについては疑問もありうるが，立ち入

らない）。他方， i からみた権利グループは，利己主義的視点では，Eの

ちょうど逆になる。よって基本型としては82＝64段階の強度が考えられ

る。各段階を図示すれば，ちょうど先の図26と図30を組み合わせたものと

なる。すでに結果は明らかと思われるので，本稿では省略しよう。

なお最後に，5.H.で示した課題のうち，行動演算子の反復適用に関す

るもの──つまり，「差し控え」と「じゃまをしない／助ける」の定式化

の問題──について，それぞれを解決する方向性を示しておきたい（以

下，この 2点について DF3 説を修正した体系を DF3’説とよぶ）。DF3’説

は，公理系そのものは DF3 説と変わらない。違いは，義務的基礎連言の

導出の際に，上記 2点を以下の形で考慮することにある。まず前者につい

ては，リンダールの基礎的義務連言（5.E.の⑼）に 5.H.の⒆を加える。
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つまり，次のようになる。

F ±PDjp ∧ ±P(￢Djp ∧ ￢Dj￢p) ∧ ±PDj￢p ∧

±PDip ∧ ±P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ±PDi￢p ∧

±PDjDjp ∧ ±P(￢DjDjp ∧ ￢Dj￢Djp) ∧ ±PDj￢Djp ∧

±PDiDip ∧ ±P(￢DiDip ∧ ￢Di￢Dip) ∧ ±PDi￢Dip

また後者については，Fの各連言肢に含まれる行動に対して，さらにD

演算子を前置した式を考えることになる。もとになる行動を，Fに示され

る i の行動のうち，基本レベルである 2行目の 3つの連言肢としよう（メ

タレベルである 4 行目も考慮すべきかもしれないが，とりあえず除外す

る）。各連言肢には，順に �Dip，�￢Dip ∧ ￢Di￢p，�Di￢p という行

動が含まれるが，このそれぞれに対して， j が「じゃまする」場合と「助

ける」場合とがありうる。�∼�のそれぞれに対する j の行動を順に示せ

ば，以下のようになる。

G ±PDjDip ∧ ±P(￢DjDip ∧ ￢Dj￢Dip) ∧ ±PDj￢Dip

H ±PDj(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ±P(￢Dj(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧

￢Dj￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p)) ∧ ±PDj￢(￢Dip ∧ ￢Di￢p)

I ±PDjDi￢p ∧ P(￢DjDi￢p ∧ ￢Dj￢Di￢p) ∧ ±PDj￢Di￢p

いずれも大きく 3つの連言肢からなるが，そのうち「じゃまする」が第

3 ，「助ける」が第 1 ，「じゃまも助けもしない」が第 2 の連言肢の内容と

して示されている。なお，以上は i の行動に対する j の（メタレベルの）

法的地位だが，G∼Iの i と j をすべて入れ替えれば， j の行動に対する

i の法的地位もえられる（それぞれを，J∼Kとする）。

ゆえに，DF3’説での義務的基礎連言は，F∼Kの 7 つを連言で結んだ

ものから導かれる（しかも DF3’説では，DF3 説と同じく，Pと P− が区
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別されることに注意)643)。ここから DF3’説での各義務的基礎連言と基本

型が導かれ，それを用いた自由空間が求められる。自由空間について本稿

の趣旨を貫徹するには，少なくとも以上の作業を行う必要がある。しかし

複雑になりすぎるため，本稿ではこれ以上の検討には立ち入れない。

6 ．若干の考察

先の 5.I.では試論として，D説とF説を組み合わせた体系 (DF3 説，

DF3’説）を示した。これを受けて，まず DF3 説の観点から，本稿の冒頭

に示した 3つの批判に対してどのように応答できるかを整理する（A.）。

次に，F3 説・DF3 説・DF3’説に残された課題の 1つである，義務演算子

の相対化の問題を概観する（B.）。最後に，本稿のような試みが，法哲学

や法学一般に対してもつ意義を述べた上で（C.），結語を述べる（D.）。

A．結論──特権と自由

ここでは本稿の結論として，5.I.での考察結果をもとに，本稿冒頭

（1.）の 3 つの批判に応答したい。まず，これら 3 つの批判に対する応答

をまとめて先に述べておけば，次のようになる。──ホーフェルドの分析

は，少なくとも論理的な観点からは不十分であり，まさにそのために，先

の 3批判が指摘する難点を避けられない。しかし適切な論理体系を採用

し，それを法的諸概念の分析の基礎にすえれば，これらの難点をさけるこ

とができる。5.I.で示した DF3 説や DF3’説は，そのような論理体系の候

補の 1つである。

643) しかも実際には，これでも十分ではない。というのも，本稿ではホーフェルドのいう

「権能」については完全に除外しているが，この概念も i の法的地位の強さに大きく影響

するからである。つまり， i の法的地位を考える場合，実際には， i や j の基本型の各連

言肢に対する， i や j の権能の有無をも考慮しなくてはならない。そのためには，そもそ

も権能をどのように定式化すべきかという大問題に答える必要がある。私自身の見解は，

別の機会に述べたい。
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大きく言えば，以上が私の主張である。これを受けて，先の 3つの批判

に対する具体的な解答を以下に示そう。ただし表記の必要上，以下では

──DF3 説ではなく──DF3’説を前提に記す。同体系については 5.I.で

も十分に検討していないが，お許し願いたい。なお以下の各ペア（○1 ∼

○4 ）は，いずれも，自由を表す式の一例をまず記し，それに対応した特権

の式を記している。

まず批判 1 に対して。これは，片面的自由と両面的自由の区別にかかわ

るものだった。K-L の分析では，前者は単独型，後者は義務的基礎連言で

表される。具体的には，仮に前者を PDip とすれば，後者はカンガーなら

5.C.の⒜と⒝，リンダールなら 5.E.の⒜’∼⒞’がそれである644)。DF3

説やDF3’説でも，基本はリンダールの場合と変わらない (DF3’説では，

さらにメタレベルの両面的自由が加わるが）。そこで以下に，リンダール

の場合を結論として示しておこう。仮に，片面的自由に「特権」，両面的

自由に「自由」の語をあてるとすれば，両者の違いは，

自由○1 PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p または

PDip ∧ P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ ￢PDi￢p または

PDip ∧ ￢P(￢Dip ∧ ￢Di￢p) ∧ PDi￢p

特権○1 PDip

と表せる。このように，K-L の義務的基礎連言には，ある pに対して可能

な両面的自由がすべて含まれることに注意したい。

次に，批判 2 に対して。これは特権を，自由と権利の組み合わせと理解

する場合である。3.B.で 3 つの場合を区別したが，それぞれに対する解

答は以下のとおり。

644) カンガーの⒞やリンダールの⒟’も両面的自由を表すが，これらは PDip と矛盾する。
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自由○2 PDip

特権○2 PDip∧O￢Dj￢Dip または PDip∧ODjDip

特権○2 の前者は「じゃまをさせない」権利，後者は「助けてもらう」権

利と組み合わせた場合である。

最後に批判 3 について。これは，義務が「不在である」と「不在にされ

た」の区別である。まずF説の枠内で，行動演算子の外部否定と内部否定

とが区別できる。これを利用することで，以下がえられる645)。

自由○3 P￢Di￢p (または，P￢Dip）

特権○3 PDip (または，PDi￢p）

このうち，前者はカンガーのいう「自由」と，後者は「権能」と同じで

ある（5.C.の図19を参照）。両者の強弱の関係も，カンガーの場合と同じ

である（図20を参照）。加えて，DF3 説はD説をもとにするため，さらに

以下が区別できる。

自由○4 P−Dip (≡￢O￢Dip）

特権○4 PDip

このうち前者は，「法の欠缺」の場合に相当する。D説の発想をもとに

すれば，明示的に PDip で示される特権○4 と，O￢Dip の不存在から間接

的に示唆される自由○4 とが区別される。両者の違いは，￢PDip ∧ ￢O￢

Dip の場合を含むかどうかにある（自由○4 は含む）。言い換えれば，対応

する義務 (O￢Dip) との関係では，自由○4 は相互排他かつ連結網羅なのに

対し，特権○4 は相互排他だが連結網羅ではない。伝統的論理学では，前者

645) 前述したように（前掲注203），Dip ⊃ ￢Di￢p なので，特権よりも自由のほうが許可さ

れる範囲が広い。
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が矛盾対当，後者が反対対当に相当することを考えれば，ホーフェルドが

義務と特権の関係を── 「矛盾」ではなく──「反対」とした646)のはき

わめて興味深い。この意味で DF3 説は，ホーフェルド自身の用語法に，

より忠実とも言えるのではないだろうか。いずれにせよ，DF3 説ではこ

の 2つを論理的に区別できるため，K-L と比較した場合，許可の強弱のバ

リエーションが，さらに 1つ増えることになる。

以上の○1 ∼○4 のうち，○4 以外は──少なくとも公理系としては──F3

説でも可能であり，あえて DF3 説を用いる必要はない。しかし 3.D.で述

べたように，私見によれば，D説はホーフェルドの分析の再定式化にとっ

てきわめて重要な意義をもつ。したがって DF3 説のように，自由○4 と特

権○4 の区別を導入すれば，K-L の分析はさらに 1歩前進するはずである。

DF3 説ではこのように，特権と自由の違いが，D説とF説の 2 方向か

ら多層的に説明される。もし本稿の試みが成功すれば，批判 1∼批判 3 の

ような違和感は，最終的には，上記の○1∼○4 のいずれか（または，それら

の組み合わせ）で説明できるはずである。そうすれば，義務と特権の関係

について，ホーフェルドの分析では不十分だった点が解決することにな

る。以上が，批判 1∼批判 3 に対する，本稿の直接の応答である。

では，ホーフェルド解釈という限られた文脈を離れ，より広い視野に立

つならば，本稿の考察は何を示しているのだろうか。たとえば，法と論

理，あるいは法と言語の関係について，どのような主張をしているのか？

十分な論証はできないが，本稿の考察の意図を示すために，私見を述べて

おきたい。私自身の仮説は，自然言語（法律用語を含む）における意味の

あいまいさは，その背後にある論理の複雑さから来ている，というもので

ある。自然言語の語彙は限られるため，論理的な可能性のうちのごく一部

しかとらえられない。そこから，言語の恣意性が生じざるをえないのであ

る。ではこの事態に対して，明晰な言語を手にするにはどうしたらいいの

646) 議論状況として，前掲注4を参照。
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か？ 言うまでもないが，論理的に区別できる概念すべてに対して，自然

言語で対応する用語を用意することなど到底不可能である（もしホーフェ

ルドがそう考えていたとしたら，それは誤りである）。5.I.で私が示した

結論が正しければ，自由空間には少なくとも495個の基本型がある (DF3

説による。しかも同時に述べたように，実際にはさらに増える）。これと

1対 1 で対応する自然言語を用意することなど，まったく非現実的であ

る647)。とすれば，日常言語を離れ，多少ともその背後にある論理を知っ

ておくことは，法の明晰さを求める場合にはきわめて有益のはずである。

私見によれば，この論理観（あるいは言語観）は，法哲学に対してきわ

めて重要な示唆をしている。この点については6.C.で扱うが，その前に，

DF3 説や DF3’説に残された多くの課題──要するに，D説とF説のほぼ

すべての課題を引き継ぐ──のうち，ぜひともふれておくべきものがあ

る。次の 6.B.で，少なくとも論点の確認だけはしておきたい。

B．義務演算子の相対化

本稿での議論を進めるにあたり，義務演算子の相対化（または，イン

デックス化）が必要と思われる場面が何度かあった。たとえば，先の5.の

議論を振り返ってみよう。まず 5.B.では，ホーフェルドの分析を，相対

化された義務演算子 (iOj など）を用いて再構成した。しかし，続く 5.C.

以下では，その役目は行動演算子（これは F3 説では，相対化された単項

演算子である）に譲り，義務演算子そのものは相対化されていないものを

使用した（その問題点について 5.F.で述べた）。ここで考えるべきは，こ

の措置で十分かどうか──つまり，行動演算子に加えて，義務演算子も相

対化すべきではないか──という論点である。

本稿ではさまざまな体系を取り上げてきたが，そこでの義務演算子は，

647) 言い換えれば，現実の法的諸概念は，カンガーの言う単独型のこともあれば，原子型の

ことも，さらにはその組み合わせのこともありうる。この事態は不可避である上，それ自

体としては，私は特に問題ないと思う。
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（5.B.を唯一の例外として）すべて「絶対的」だったといえる。つまり，

義務演算子のかかり先を特定人に限定するような言語仕様は，特に用意さ

れていなかった。しかし自然言語では，相対化された義務演算子に相当す

る表現もしばしば登場する。たとえば，以下の 2つの文を比べよう。

⑴ i is obligated to see to it that the window is open.

⑵ It is obligatory that i see to it that the window is open.

⑴では，義務者が i であることが明示されている（つまり，義務が i に

関して相対化されている）。これに対し，⑵にはそのような制約はない。

本稿の F3 説では，たとえば pを ｢the window is open｣ とすれば，⑵を

ODip と書ける。しかし，⑴はどうだろうか？ ストレートには表せない

ことがわかるだろう。もし⑴と⑵が同義ならば，⑵と同様に⑴も ODip と

なる。しかし，本当にそうだろうか？ 以下の考察は，そうでないことを

示唆している。

まず考えるべきは，⑵の義務者はいったい誰なのか，という点である。

⑵が⑴と同義ならば， i となる。しかし実際には，必ずしもそうではな

い。なぜなら⑵は，不特定多数の人々に──あるいは文脈しだいだが， i

以外の特定人に──義務を課す文ともとれるからである648)。とすれば，

一般に ODip という式だけでは，行為者（ここでは i ）と義務者が同じか

どうかわからないことになる。そして，まったく同様のことが権利者にも

いえる。たとえば，先の⑵の義務に相関する権利者は誰なのか649)？ や

648) ウリクトはこの点を強調する。ウリクトによれば，この用法は「教育に関する

(educational)｣ 文脈（たとえば，子どもの行動に対する親の義務など）でしばしば見られ

る。von Wright 1983, 206（ただし ｢ought to｣ について）. もっとも，このことは⑴にも

当てはまるかもしれない。Id. at 200 も参照 (｢ought to｣ の多義性を指摘）。

649) リンダールも，このことを示す例をあげている。Lindahl 1994, 896-98. ただし同所の

例は，義務演算子の相対化にとどまらず，権利の識別基準である「被侵害 (wronged)｣

基準が不可欠だと示すためのものである。この点についての判断は，本稿では留保した

い。
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はりさまざまな可能性が考えられる。これらの事情を考えれば，F説での

ODipのような式は，何らかの形で精緻化する必要がありそうに思われる。

この見解を受け入れるならば，解決策としては，大きく以下の 3つが考

えられる。� 義務演算子には手を加えず，あくまで行動演算子で処理す

る。� 義務演算子を相対化し，行動演算子は除外する（使用しない）。�

義務演算子を相対化し，かつ行動演算子も使う650)。それぞれを順に概観

しよう。

まず�説であるが，実は 4.G.で検討した stit 理論がこの立場である。

そのポイントは，「補文制約テーゼ｣651) である。これは整式に関する制約

の 1つで，義務演算子の内容を，常に行動演算子を前置した式に限定する

よう求める。つまり stit 理論では，Op や Pp のような式はそもそも整式

ではない（D演 算 子で示せば，ODi p，PDi p のようにする必要があ

る)652)。ところで前述したように，F3 説の行動演算子は，常に行為者に

関して相対化される653)。stit 理論はこの点に着目し，行動演算子の主語

が同時に義務演算子の主語でもあることを，まさに言語仕様として定める

のである654)。つまり stit理論によれば，ODipの義務者は，常にiである。

この処理の結果，先の⑴と⑵は定義上同値となる655)。先に指摘した，⑵

での行為者と義務者の不一致は生じない。もし両者が一致しないなら，そ

650) そして各説は，義務演算子と行動演算子のそれぞれについて，少なくとも，⒜主語のみ

を相対化するか，あるいは⒝主語と名宛人をともに相対化するか，のバリエーションが考

えられる（つまり�と�は 2通り，�は 4通り）。

651) 前掲注316を参照。

652) その結果，義務演算子相互の関係が，標準体系とは異なるものになる。前掲注316を参

照。

653) これは stit 理論では，「stit 行為主体性テーゼ」とよばれる。前掲注439を参照。

654) Belnap et al. 2001, 12-13, 18.

655) さらには，同じく補文制約テーゼにより，

⑴’ i is obligated to open the window.

⑵’ It is obligatory that i open the window.

の 2 つも，先の⑴や⑵と同義となるだろう。この見解についての疑問を 4.F.で述べた。
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れを行動演算子で明示せよ，ということになる（たとえば⑵で義務者が j

ならば，ODjDip のようにする)
656)。

このように stit理論では，義務演算子を相対化する語彙がなくても，実

質的にそれと同じ効果がえられる点で興味深い。しかし，いくつかの疑問

がある。第 1 に，最も意見が分かれそうなのは，補文制約テーゼを採用す

べかどうかだろう。このテーゼを採用すれは，F説とは正反対に，すべて

の義務演算子が行為者に関して相対化される。このため，たとえば，純粋

に目標を規定するだけの「べき」（たとえば，「皆が幸せであるべきだ」）

は扱えない657)。また第 2 に，先の行為者と義務者の不一致についてだが，

私が 4.D.で示した意味論を前提にすれば，たとえば「 j は Dip である義

務を負う」を，ODjDip──つまり，「 j は Dip をもたらす義務を負う」

──と単純に同一視することはできないはずである658)。そして第 3 に，

stit 理論では権利者のあいまいさが残る。たとえば， i が ｢Dip である義

656) Makinson 1986, 419 の指摘による。

657) ハンバーストーンのいう「状況的 (situational)｣ 当為 (Humberstone 1971, 8-9) を念頭

に置いている。またカスタニェダも同様の区別をしている（その上で，考察対象を

｢Ought-to-do｣ ──つまり，状況的当為以外──に限定する）。Castañeda 1975, 45-46,

207-08.（本稿の整理では，この類型は，義務演算子の内容が非＝行為命題（4.D.を参照）

の場合に相当すると思われる。） 一般に，「すべき (ought to do)｣ と「であるべき

(ought to be)｣ を区別し，後者を「状況的当為」と解した上で，前者よりも基底的と位置

づける論者は多い。たとえば後年のウリクトは，「すべき」は「であるべき」を実現する

ための「実践的必要性 (practical necessity)｣ を示す──つまり，「であるべき」から，状

況に応じて引き出される──と位置づけている。von Wright 1983, 152-55, 204-06 ; von

Wright 1985, 274-75 ; vonWright 1997, 432-33. ｢実践的必要性」の語は用いられていない

が，以下も同旨である。von Wright 1973a, 46 ; von Wright 1981a, 410-11.

これに対して stit 理論では，この類型は，やはり ODip の形で表すか（その場合， i は

誰だろうか？），あるいはそもそもOの内容から除外されるかだろう。言い換えれば，stit

理論は補文制約テーゼにより，普遍的規範ではなく個別的規範を基底とする立場に立って

いる（その意味で，ホーフェルド自身の見解に近い）。どちらの扱いが妥当かについては，

本稿では結論を留保したい。

658) 4.D.で述べたように，本稿が採用する意味論では，行動演算子の反復適用は（自分ま

たは他人に対する）「使役」を表す。本文中の 2 つの表現について言えば，後者は j の i

に対する使役であるのに対して，前者はそうではない。
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務」を j には負うが kには負わない場合，stit 理論では，単に ODip ∧ ￢

ODip（つまり，矛盾）としか表せない。これでは不十分だろう。しかし

いずれも大きな問題であり，本稿では論点の指摘のみにとどめたい。ま

た，F説や stit理論の発展形として，行動演算子を 3項演算子に拡張する

ことも考えられる659)。こうすれば，�説でも義務者に加えて権利者も表

現でき，先の難点の一部（主に第 3 の点）が解決する。しかし，この方向

性の評価についても，本稿では留保したい。

次に，�説に移ろう。�説は義務論理においてしばしば主張される

が660)，5.B.ではこの立場を用いて，ホーフェルドの見解を整理した。�

説を用いれば，先の⑵での，義務者や権利者に関するあいまいさを除去で

きる。また�説は，ホーフェルドの用例に忠実でもある。というのも，

ホーフェルドによる義務の説明では，義務者や権利者は「行為」ではなく

「義務」にかかっているからである661)。両者の違いは，以下の⑶と⑷の違

いである（ホーフェルドは⑷）。

⑶ ｢ i が j に対して aする」義務を負う

⑷ i が j に対して「 aする義務」を負う

そして�説ならば，⑷を，たとえば iOja のように表せる。ただし�説

は，�説とは逆に，⑶を表現できない（仮に義務演算子について命題説を

採用しても，「共通部分の不可視性」の問題662)が残る）。また本稿の観点

659) この立場の論者として，たとえば以下を参照。Anderson 1962, 40 ; Anderson 1971,

30-32 ; Fitch 1967, 274 (Def. 7). またカンガーもこの立場に近い（前掲注580を参照）。この

立場は，たとえ�説をとらなくても，「共通部分の不可視性」の問題（前掲注88）を──

完全にではないが──解決できるという利点をもつ。

660) Hansson 1970 がその代表である。

661) 2.D.の○2 を参照。なおカンガーの用例 (Kanger & Kanger 1966, 86f を参照）も，表現

は異なるが，この点では同旨である。

662) 前掲注88を参照。
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からは，「αをしない／非αをする」の区別ができない点も問題であ

る663)。よって，やはり行動論理の導入が必要だろう。

以上の考察は，�説の必要性を示唆している。しかし，�説と�説を組

み合わせる場合，考えるべき点は多い。以下， 2点だけ指摘したい。第 1

に，先の⑴のような表現では，義務演算子の内容が命題ではなく行為名

（⑴では，「to see to it ...｣) になる。この自然言語の事情を，義務論理体系

にも反映させるべきか？ つまり，義務演算子を相対化する場合，その内

容を行為名に制限すべきか？ 無制限説が主流だが664)，ウリクトのよう

に制限説もある665)。

第 2 に，これは�説でも問題となる点だが，義務演算子の相対化は，普

遍的規範と個別的規範の関係（4.E.で言及した）に影響する。私が特に

気になるのは，以下の点である。たとえば，義務演算子が相対化された体

系で，普遍的規範と個別的規範の関係をストレートに表せば，

⑸ iOjp ⊃ Op

⑹ Op ⊃ iOjp

のいずれかになるだろう（⑸は個別的規範が，⑹は普遍的規範が根

本666)）。しかし，本稿の標準体系のようにOとPの相互定義 (D1) を認め

ると，⑸と⑹から，それぞれ以下が導かれる。

663) �説に対する同様の指摘として，以下も参照。Lindahl 1994, 895.

664) そのような体系として，以下を参照。Lindahl 1994, 904f（カンガーの単独型として，5.

C.の⑷に代えて ±iOj±Di±p を用いる体系を考察) ; Makinson 1986, 420f.

665) ウリクト（本稿の分類では，F4”説）は，相対化された義務演算子の内容を，「動詞句

(verb-phrase)｣ としての行動演算子に限定している。von Wright 1983, 207. この点に

ついて，前掲注537も参照。

666) 言い換えれば，⑸での Op は「誰かにとって pが義務である」ことを示すにすぎない

（ i と j 以外の人については何も述べていない）。よって iOjp と Op は，ともに個別的規

範だといえるだろう。それに対して，⑹での Op は「すべての人にとって pが義務であ

る」ことを述べている。この意味で，同 Op は，まさに普遍的規範を表している。
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⑸’ Pp ⊃ iPjp

⑹’ iPjp ⊃ Pp

つまり，普遍と個別の関係が，OとPで逆になるのである。これは変で

はないだろうか667)。OとPで，普遍と個別の関係を変えるべき理由は，

私には見当たらない。この点を重視するならば，�説においては，たとえ

ばOとPの相互定義を拒絶する668)，あるいは普遍的規範と個別的規範の

関係を⑸や⑹とは別の形で定義する669)，などの措置が必要と思われる。

この問題は，最終的には，普遍的規範と個別的規範の関係をどう理解する

かにかかっている。本格的な検討は，別の機会に譲らざるをえない。

C．法哲学への示唆──「ありうる法」の重要性

本稿での考察を終える前に，本稿のような試みがもつ意義にもふれてお

きたい。本稿では，ホーフェルドの分析を精緻化する──あるいは，しう

る──義務論理上の諸体系を，主として理論的意義の観点から検討した。

しかしこの種の試みは，私見によれば，法哲学や法学一般に対しても重要

な意義をもつ。このことは少々わかりづらいと思われるので，以下で多少

とも論じておこう。

ここで問うべきは，以下である。──仮に，本稿の試みが成功したとし

よう。つまり，さまざまな義務論理上の難点（その一端を本稿で示した）

667) Makinson 1986, 421 の指摘をもとにしている。ただしマキンソン自身は，この点はそれ

ほど問題でないと考えている。

668) 本稿のD説や DF3 説などはこの方向性と合致する。

669) そのような試みの 1 つとして，4.E.の最後（⑴の定式）を参照。また F4”説のウリク

トも，この方向性も検討している。まずウリクトは，普遍的規範には命題説の，個別的規

範には行為名説の義務演算子が対応するとする。von Wright 1983, 204-06.（ただし，内

容となる行動演算子は，読み方が変わるだけで同一のものを使用する。前掲注537を参

照。) そして両者の関係を，「実践的必要性」，あるいは目的＝手段の関係（つまり，単純

な実質含意ではない）と理解する。Id. at 152-55. 実践的必要性については前掲注657も

参照。

ホーフェルドの義務と特権・自由（ 3・完）（三本)

103 ( )1171



をすべて解決し，またさまざまな法律用語（本稿では，そのうち義務・特

権・自由に焦点を当てた）の背後に隠れた，意味の微妙な違いを反映でき

る論理体系（以下，Sとする）が完成したとしよう670)。これによって，

われわれはどのような恩恵を受けるのか？

一言で言えば，われわれはそのとき，「法とは何か」を知るのである。

なぜならば，ある時点で可能な事態の総体をAで表せば，SとAの組み合

わせ（以下，SA とする）で表現できるすべて671)が，われわれにとって

の，その時点での法の可能性であり，また限界だからである。言い換えれ

ば，SA が示すのは，「ある法」でも「あるべき法」でもなく，「ありうる

法」の全体像である672)。

もちろん，SA で「ありうる法」を完全に表すには，Sそのものが，特

定の価値や理念──正義，自由・平等など──から，完全に中立でなけれ

ばならない。人がSを定式化する動機はさまざまだろう（たとえば，リベ

ラルな法制度を擁護するなど）。しかし，Sそのもの──つまり，Sの言

語，公理，推論規則──に実体的価値を含めてしまうと，それによって表

せる SA の範囲がそれだけ狭まる。その場合の SA は，法の可能性の──

場合によっては重要な──一端を示すだろうが，決して「法そのもの」で

はありえない（つまり，「あるべき法」かもしれないが，決して「ありう

る法」のすべてではない）。幸いにも，論理学で確立された手法を用いれ

670) このようなSは，理論的には，以下の 3段階のプロセスでえられる（以下では，われわ

れにとって，ある時点で Sを最もよく表すと思われる体系を S’とする）。� S’を定義す

る。� S’を現実の法の世界に当てはめて経験的にテストする。� 何か問題があれば，

S’の定義を変更して�に戻る。もし何も問題がなければ，S’はSと等しい。

しかし現実には，これは膨大な時間と労力を要する作業である。本稿で示したのは，こ

のような試行錯誤のプロセスの一端である。たとえばパラドックスの発生は，上の 3段階

のうち�で問題が見つかった場合に相当する。

671) これは本稿で言えば，5.F.の「自由空間」──これはある 1 つの事態 pに対してのも

のだった──を，すべての可能な事態について考えることに相当する。

672) このように，私の理解では，「法とは何か」という問いへの答えは，既存の実定法の総

和──つまり，「ある法」の総体──には還元されない。
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ば，この価値中立性の条件を容易に満たすことができる。このことは，本

稿で取り上げたどの体系（たとえば，2.B.や 4.B）を見ても明らかであ

る673)。

Sは，特定の法体系（Lとする）のもとで法律家が用いる自然言語をも

とに作られた人工言語である。ここからわかるように，法律実務に携わる

人々──つまり，Sを暗黙知として修得している人々──が，イージー・

ケースを処理したり，既存の法律を部分的に改正したりする際に，改めて

Sの詳細を知る必要は必ずしもない674)。しかし，たとえ法哲学者でなく

ても，ときにはLの枠を超えて，より普遍的に法のありかたを考えるべき

ときはあるはずである。そのような場合，Sを明示しないかぎりは，法と

いうものの全体像は決してわからない。言い換えれば，論理の助けを借り

ずに，「法とは何か」──つまり，「ある法」からも「あるべき法」からも

区別された，「ありうる法」の総体──を知ることは決してできないので

ある。その意味で，「法とは何か」を解明しようとする者にとって，Sの

定式化の研究──つまり，義務論理という学問分野そのもの──が，絶対

に必要である。

われわれは「あるべき法」に至るためには，常に「ある法」から出発す

る。そして，意識するにせよしないにせよ，Lから抽出した「ありうる

法」を経由せずに，「あるべき法」を手にすることはできない。しかしこ

のことは，Sが既存の法体系に束縛されることを意味しない。ひとたび S

を明示すれば，Sは自らの論理により，既存の法律家共同体の枠から完全

673) 本稿で価値判断に言及したのは 5.F.のみである。そこでは F3 説を用いて，ディケー

的視点とエゴイスト的視点を区別したが，F3 説の言語そのものからは，このうちどちら

をとるべきかの結論は出ない。それを決めるのは別の価値や理念──つまり，F3 説から

みれば外在的な要素──である。

674) この理解は，ホーフェルド自身の見解からやや離れる。ただし実務家も，立法時や法解

釈時にSを用いれば，意味の明確化に加え，可能な事態を事前に検討するのに役立つだろ

う。また法曹養成や法学教育一般で，Sの明示により教育効果が上がる場合もあるだろ

う。私自身の意図として，前掲注21も参照。
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に解き放たれる。そして，われわれに「ありうる法」の総体を──SA と

して──提示するのである (SA はLを含むが，Lとは一致しない）。言い

換えれば，われわれは常に「ある法」から出発せざるをえないが，論理の

助けを借りさえすれば，決してそれに束縛されないのである（同時に，論

理を使わないかぎり束縛は不可避である）。この意味で，論理はわれわれ

に，考えうるかぎり最大の法的想像力を与える675)。SA を知った上での

み，われわれは，「あるべき法」──つまり，SA の中で最も望ましい法

体系──を構想できるのである676)。

以上を理解すれば，実体的価値をめぐる論争についても，解決の方向性

がえられる。実体的価値をめぐって激しく見解が対立する場合（たとえ

ば，リベラリズム対共同体論の論争など），論争の当事者は，自分自身が

コミットする価値を盲目的に主張するだけのことも多い。しかし，生産的

な議論が成り立つためには，当事者が「法とは何か」の理解を共有してい

る必要があるはずである。言い換えれば，「あるべき法」を論じる前に，

まず「ありうる法」を論じなければならない。義務論理は，この目的に

とって最適の手段である。実践理性や実践的推論の研究が一時脚光を浴び

たためか，それとは区別された，厳密な意味での論理（これこそが本稿の

対象である）が軽視される傾向にあると思われるので，この点はあえて強

調しておきたい。

また，以上の考察から，法への懐疑論も正しく評価できる。懐疑論者は

しばしば，既存の法体系──これは，SA のうちのほんの一部にすぎない

675) ウィトゲンシュタインによる，「私の言語の限界が私の世界の限界を意味する」（5・6），

「世界の限界は論理の限界でもある」（5・61）という一節が想起される。ウィトゲンシュ

タイン 2003, 114-15（強調削除）.

676) もちろん，たとえ構想できても，それが既存の法制度において正当化可能かどうかは，

まったく別の話である。そこでは個別事例に即した解釈論・立法論が必要となる。SA の

定式化は，そのような作業に取って代わるものではない。しかし，そもそも構想できなけ

れば，このような作業をはじめることすらできないのである。SA の明示化か重要なの

は，まさにこのためである。
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──を取り上げ，法原理間の矛盾の存在や，法原理の背後にあるイデオロ

ギー性を暴露し，法への不信を表明する。しかしこのやり方では，決し

て，法の論理（S）そのものへの批判とはなりえない。もし Sそのもの

──よって，SA を法の基礎にすえるアプローチそのもの──の限界を示

したいならば，SA から導けるすべての法体系に致命的な欠陥があること

を，まさに論理的に（つまり，S そのものの言語・公理・推論規則によ

り）示す必要がある。これができなければ，その立場は根源的な懐疑論で

はない。法とその基礎にある論理への信頼は，まったく損なわれないので

ある。かつての批判法学による懐疑論は，その意味で──主張者の標榜に

反し──「根源的」ではなかった。もしこの見解に現代的意義があるなら

ば，義務論理による精緻化が不可欠である677)。

同時に，体系が複雑すぎて実用的でないという批判へも，適切に応答で

きる。歴史的に，ホーフェルドの分析ですら，しばしば複雑すぎると批判

されてきた。カンガー，リンダール，そしてサーガット（5.H.で言及し

た）や私の試論（5.I.）についてはなおさらだろう。しかし先に述べたよ

うに，これらの研究の意義は，第一義的には理論面──法哲学の分野で言

えば，法概念論──にある。この場合，Sは，法の論理を忠実に再現して

いなければならない。もちろん，Sはできるかぎりシンプルに定式化すべ

きだが，しかし現実の法の論理が複雑ならば，それをそのまま反映させる

しかない（逆に，現実をSに合わせようとするのは，論理の魅力に取り付

かれた者がしばしば犯す誤りである）。また他方で，副次的な実用面に関

して言えば，私は何も，法律の実務家が，日常的に複雑な体系を使えなど

とは言っていない。法律家は，語句の意味を完全に明確にすべき場合を除

き，Sを暗黙知として体得していれば十分である。また，語句の明確化が

必要な場合でも，上記のうちどの体系を用いるべきかは，分析の目的によ

り変わりうる。というのも5.での各体系は，いずれも，それ以前の体系を

677) 三本 2010 は，この問題意識で書かれている。
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細分化したものだからである。この細分化の関係を→で表せば，次のよう

になる（左端の「通常の理解」とは，さまざまな法的概念を大きく権利と

義務の 2つに分類する立場をさす）。

通常の理解 → ホーフェルド → カンガー →

リンダール → サーガット，三本

したがって，特に細分化の必要がない場面では，それより左にある体系を

使えばいい678)。左に行けば行くほど，分類が荒くはなるが，しかし直観

的に理解しやすくなる。この意味で，ホーフェルド自身の分析の意味も，

まだ決して失われてはいないのである。

もちろん，本稿のような試みの意義を十分に示すには，具体的な事例を

扱うのが最良の方法である。本稿で示した体系について言えば，それはや

はり，自由と特権の意味の違いが焦点となった場合だろう。しかしそのよ

うな分析は，別の機会に行うべき課題としたい。

D．結語

本稿では，ホーフェルドが示した 8つの根本的法的諸概念のうち，義務

と特権（自由）を取り上げ，ホーフェルド自身の分析をさらに発展させる

方向性を考察した。私の基本主張は，ホーフェルドの分析と義務論理・行

動論理との接合が，可能かつ有益だという点にある。本稿の検討を通じ

て，この主張が多少とも示せたものと期待したい。また義務論理や行動論

理に関しては，特にウリクトによる諸体系に注目した。本稿で取り上げた

678) 一般的に言って，論理的に先行する体系が，実際上も使いやすいという保証はない。矢

印の右側の体系では，左側の体系で可能な区別はすべてできる上に，左側では不可能な区

別もできる（たとえば，5.での図24∼26，図30の 4 つを比較せよ）。この意味で，前者は

後者よりも論理的に先行する。しかし，もし右側でのみ可能な区別が不要ならば，右側は

無駄に細分化していることになる。その場合には，いわば近似値──あるいは下位互換

──として，左側を使えばいいのである。
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体系の中にはすでに古典に属するものもあるが，しかしこれらをホーフェ

ルドの分析との関係で論じたものはなかったと思う。各論点の分析や，私

自身の代替案（5.I.，6.A.）に不十分な点は多いが，今後，さらに検討

を重ねたい。

また，ホーフェルドの分析を義務論理や行動論理を接合する場合，当然

ながら，ホーフェルドの 8概念のうち，義務と特権（自由）以外の 6概念

も無視できない。本稿の検討対象は，ホーフェルドの分析のうち，ごく一

部に限られるのである。残る 6概念や，各概念の相互関係をどう理解する

かで，基礎となる義務論理体系が大きく変わる。これらの点については，

別の機会に詳しく論じたい。
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